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一
　
本
稿
の
問
題
意
識

㈠
　
わ
が
国
に
お
け
る
主
張
規
律
の
議
論
状
況

　
本
稿
の
目
的
は
、
民
事
訴
訟
で
実
施
さ
れ
る
争
点
整
理
の
初
期
段
階
に
お
け
る
主
張
規
律
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
一
審
が
数
年
が
か
り
で
係
属
す
る
複
雑
な
医
療
事
件
や
建
築
事
件
な
ど
と
、
半
年
も
か
か
ら
ず
に
終
結
す
る
比
較
的
単
純
な
事
件

と
で
は
、
争
点
整
理
に
か
か
る
時
間
も
大
き
く
異
な
る
た
め
、
争
点
整
理
の
「
初
期
」
段
階
と
い
っ
て
も
、
訴
え
提
起
後
二
ヶ
月
以
内
と

か
三
ヶ
月
以
内
と
い
っ
た
明
確
な
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な（
1
）い。

ま
た
、
争
点
整
理
の
目
的
で
あ
る
争
点
の
し
ぼ
り
込
み
は
、
証

拠
の
整
理
と
連
動
し
て
有
機
的
か
つ
流
動
的
に
行
わ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
の
達
成
度
合
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
初
期
、
中

期
、
後
期
な
ど
の
区
別
を
判
然
と
示
す
こ
と
は
難
し（
2
）い。

そ
の
た
め
、
初
期
か
ど
う
か
は
事
件
ご
と
に
柔
軟
に
判
断
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
一
応
こ
こ
で
は
、
請
求
原
因
や
抗
弁
・
再
抗
弁
と
い
っ
た
要
件
事
実
的
な
主
張
整
理
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
、
各
当
事
者
の
手
持
ち
書

証
の
提
出
お
よ
び
取
調
べ
が
終
わ
る
ま
で
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
、
文
書
提
出
命
令
や
当
事
者
照
会
、
調
査
嘱
託
な
ど
の
証
拠

収
集
・
提
出
手
段
を
用
い
る
に
至
る
前
段
階
を
、
争
点
整
理
の
初
期
段
階
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
く
。

　
既
に
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
規
律
に
関
し
て
は
、
多
数
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
従
来
の
議
論
で
は
、
そ
の
規
律
が

訴
訟
の
ど
の
段
階
で
働
く
行
為
規
範
な
の
か
と
い
う
視
点
が
、
十
分
に
は
強
調
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、

争
点
整
理
の
い
っ
そ
う
の
充
実
化
と
迅
速
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
争
点
整
理
の
進
捗
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な

主
張
規
律
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
考
察
に
至
る
前
提
と
し
て
、
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
主
張
規
律
に
関
す
る
議
論
を
概
観
す
る
と
、
大
要
次
の
よ
う
に
い
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う
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
、
主
張
規
律
と
い
う
場
合
の
課
題
は
、
一
方
当
事
者
の
事
実
の
存
否
に
関
す
る
陳
述
と
相
手
方
の
応
答
態
度

（
否
認
、
不
知
、
自
白
、
沈
黙
）
か
ら
な
る
主
張
過
程
に
着
目
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
規
制
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
必
然
的
に
、
当
事
者
に
向
け
ら
れ
た
行
為
規
範
の
設
定
が
志
向
さ
れ（
3
）る。
具
体
的
に
は
、
当
事
者
は
、
事
実
の
存
否
に
関
す

る
主
張
を
ど
の
程
度
具
体
的
に
行
う
べ
き
か
、
適
法
な
証
拠
申
立
て
と
い
え
る
た
め
に
は
証
明
主
題
に
関
す
る
主
張
を
最
低
限
ど
の
程
度

特
定
し
て
行
う
べ
き
か
、
単
純
否
認
や
不
知
陳
述
が
許
さ
れ
な
い
場
合
は
あ
る
か
、
当
事
者
の
意
図
的
な
虚
偽
陳
述
は
許
さ
れ
る
か
な
ど

が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
の
具
体
化
、
模
索
的
証
明
論
、
否
認
の
理
由
づ
け
義
務
お
よ
び
不
知
陳
述
の
規
制
、
真
実
義
務
の
存
否

と
い
っ
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い（
4
）る。

ま
た
、
主
張
自
体
失
当
の
法
理
の
ほ
か
、
適
時
提
出
主
義
（
民
事
訴
訟
法
一
五
六
条
）、
時
機
に
遅
れ

た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
等
の
規
定
（
法
一
五
七
条
一
項
、
一
五
七
条
の
二
）、
失
権
効
の
法
制
化
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
も
、
こ
こ
に
含
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
実
体
法
に
照
ら
し
理
由
が
あ
る
主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
行
為
規
範
を
、
後
者
は
、
あ
る
一
定
の

時
期
ま
で
に
主
張
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
行
為
規
範
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
に
課
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
の
目
的
は
、
主
と
し
て
、
人
証
調
べ
に
入
る
前
の
争
点
整
理
手
続
の
効
率
化
と
適
正
化
を
図
り
、
も
っ
て
民
事
訴
訟
の
審

理
の
充
実
・
促
進
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
張
の
具
体
化
お
よ
び
否
認
の
理
由
づ
け
の
議
論
と
の
関
連
で
、
民
事
訴
訟
規
則

に
は
、
請
求
を
理
由
づ
け
る
事
実
や
こ
れ
に
関
連
す
る
事
実
ま
で
訴
状
・
答
弁
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
規
定
（
五
三
条
一
項
、

八
〇
条
一
項
）
や
、
積
極
否
認
の
義
務
規
定
（
七
九
条
三
項
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
訴
訟
の
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か

ら
争
点
を
明
ら
か
に
し
、
充
実
し
た
争
点
整
理
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
理
念
の
も
と
、
平
成
八
年
民
事
訴
訟
法
改
正
の
際
に
導
入

さ
れ
た
も
の
で
あ（
5
）る。

学
説
に
お
い
て
は
、
規
則
に
右
の
規
定
が
置
か
れ
る
前
か
ら
、
主
張
や
否
認
の
具
体
化
お
よ
び
理
由
づ
け
の
必
要

性
が
説
か
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
一
様
に
、
訴
訟
期
間
の
短
縮
や
十
分
に
特
定
さ
れ
た
争
点
の
形
成
、
ひ
い
て
は
審
理
の
充
実
・

効
率
が
目
指
さ
れ
て
い（
6
）る。

こ
の
ほ
か
、
時
機
に
遅
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
や
失
権
効
導
入
の
議
論
も
ま
た
、
審
理
の
充
実
・
促
進

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な（
7
）い。

こ
れ
に
対
し
、
真
実
義
務
肯
否
の
議
論
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
明
渡
訴
訟
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に
お
い
て
、
被
告
が
、
過
去
に
任
意
に
占
有
を
中
止
し
た
事
実
を
自
認
し
な
が
ら
、
所
有
権
の
取
得
時
効
の
抗
弁
を
提
出
す
る
場
合
の
よ

う
に
、
真
実
に
反
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
敢
え
て
虚
偽
の
主
張
を
す
る
と
い
う
当
事
者
の
不
誠
実
な
訴
訟
態
様
の
有
責
性
を
問
題
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
禁
止
や
信
義
誠
実
の
原
則
を
主
張
過
程
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
議
論
で
あ
り
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
争
点
整
理
の
効
率
化
・
適
正
化
を
目
的
と
す
る
議
論
と
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な（
8
）る。
た
だ
し
、
意
図
的
な
虚
偽
陳
述

は
実
体
的
真
実
発
見
を
阻
害
す
る
不
毛
な
証
拠
調
べ
を
生
む
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
真
実
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
争
点
整
理
の

過
程
で
不
毛
な
争
点
が
排
除
さ
れ
れ
ば
、
真
に
必
要
な
争
点
に
つ
い
て
の
み
証
拠
調
べ
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
真
実

義
務
も
、
副
次
的
に
は
争
点
整
理
の
効
率
化
に
資
す
る
議
論
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き（
9
）る。

　
こ
の
よ
う
に
、
主
張
規
律
の
議
論
の
主
目
的
が
人
証
調
べ
に
至
る
ま
で
の
争
点
整
理
の
効
率
化
・
適
正
化
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

各
々
の
主
張
規
律
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
ど
の
時
点
で
働
く
行
為
規
律
で
あ
る
か
と
い
う
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
件
に
よ
っ
て
は
数
ヶ
月
か
ら
一
年
を
優
に
超
え
る
時
間
が
争
点
整
理
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
く
、

争
点
整
理
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
要
件
事
実
的
な
主
張
整
理
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
段
階
で
目
指
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
効
率
化
・
適
正
化
と
、
相

手
方
や
第
三
者
の
手
持
ち
証
拠
の
収
集
・
提
出
過
程
に
お
け
る
効
率
化
・
適
正
化
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
に
お
け
る
争
点
整
理
手
続
が
終
了

す
る
ま
で
の
そ
れ
と
で
は
、
一
口
に
「
効
率
化
・
適
正
化
」
と
い
っ
て
も
内
容
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

初
期
段
階
で
の
効
率
化
は
、
訴
訟
遅
延
の
防
止
や
司
法
資
源
の
節
減
と
い
う
予
防
的
側
面
を
強
く
意
識
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

争
点
整
理
の
終
了
が
間
近
と
な
っ
た
時
点
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
手
続
を
覆
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味

で
の
、
既
存
状
態
の
保
護
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
上
も
、
前
者
で
は
、
争
点
の
特
定
を
遅
延
さ
せ
る
よ
う
な
態
様
の
主
張
を
規
律

す
る
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
対
）
₁₀
（
し
、
後
者
で
は
、
主
張
の
追
加
、
撤
回
、
変
更
を
規
制
す
る
た
め
の
規
律
が
ま
ず

も
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
い
っ
た
違
い
が
出
て
こ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
主
張
規
律
の
議
論
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
分
析
視
点
を
欠
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
主
張
の
具
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体
化
に
関
す
る
議
論
で
は
、
具
体
化
の
充
足
性
が
争
点
整
理
の
開
始
時
点
で
判
断
さ
れ
る
の
か
、
争
点
整
理
の
終
了
時
に
判
断
さ
れ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
判
決
時
に
判
断
さ
れ
る
の
か
、
は
な
は
だ
不
明
瞭
で
あ
）
₁₁
（

る
。
ま
た
、
積
極
否
認
の
義
務
づ
け
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
当
事

者
は
、
準
備
書
面
で
相
手
方
の
主
張
に
初
め
て
反
論
す
る
時
点
か
ら
積
極
否
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
証
拠
偏
在
な

ど
の
事
案
で
、
主
張
責
任
を
負
う
当
事
者
の
側
が
い
く
ら
主
張
を
尽
く
し
て
も
争
点
が
明
確
に
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
至
っ
て
初
め
て

積
極
否
認
義
務
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
快
な
答
え
は
な
）
₁₂
（

い
。
こ
の
よ
う
に
時
間
的
視
座
を
欠
い
た
ま
ま
の
主
張
規
律
の
議
論
で
は
、

結
局
ど
こ
か
曖
昧
模
糊
と
し
た
感
が
拭
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
最
近
で
は
、
実
務
家
お
よ
び
研
究
者
の
双
方
が
、
争
点
整
理
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
適
正
化
、
充
実
化
、
迅
速
化
に
向
け
て
、
運

用
改
善
方
法
を
論
じ
て
い
）
₁₃
（
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
①
証
拠
収
集
・
主
張
提
出
段
階
②
争
点
議
論
段
階
③
争
点
確
定
段
階
と

い
う
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
意
識
し
て
争
点
整
理
を
進
め
る
と
と
も
に
、
証
拠
調
べ
の
申
立
て
が
で
き
る
期
間
を
、
原
則
と
し
て
、

上
記
①
の
期
間
内
に
限
る
と
す
る
制
度
の
導
入
可
能
性
も
模
索
さ
れ
て
い
）
₁₄
（
る
。
証
拠
調
べ
の
申
立
て
に
期
間
制
限
を
設
け
る
と
の
提
言
に

つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
仮
に
こ
の
方
向
で
議
論
を
進
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
争
点
に
関
連
し
た
主
張
の

撤
回
や
変
更
に
つ
い
て
も
期
間
制
限
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
）
₁₅
（
う
。
こ
の
よ
う
に
、
争
点
整
理
の
運
用
改
善
に
関
す
る
議
論
の
な
か
に

は
、
主
張
規
律
の
議
論
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
張
規
律
の
意
義
と
役
割
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め

に
も
、
ま
た
、
実
務
的
な
課
題
に
応
え
る
た
め
に
も
、
争
点
整
理
の
進
展
状
況
に
応
じ
た
主
張
規
律
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
争
点
整
理
の
初
期
段
階
に
限
定
さ
れ
た
主
張
規
律
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

㈡
　
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
の
意
義

　
訴
訟
手
続
の
進
展
状
況
に
応
じ
た
主
張
規
律
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
訴

訟
手
続
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
訴
訟
手
続
が
ト
ラ
イ
ア
ル
の
前
後
で
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
ト
ラ
イ
ア
ル
前
の
過
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程
も
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
（pleading

）、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（disclosure

）
お
よ
び
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
（discovery

）、
プ
リ
ト
ラ
イ

ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（pretrial conference

）、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
（sum

m
ary judgm

ent

）
と
い
う
よ
う
に
、
順
々
に
進

展
す
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
イ
ア
ル
前
の
訴
訟
手
続
が
わ
が
国
の
争
点
整
理
手
続
に
あ
た
る
も
の
と
大
雑

把
に
み
た
と
し
て
、
既
に
そ
こ
に
段
階
的
構
造
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
各
段
階
に
は
、
内
容
の
異
な
る
主
張
規
律
が
存
在
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
過
程
に
お
け
る
主
張
規
律
の
体
系
は
、
当
事
者
間
協
議
（conference of the parties

）、
イ
ン
タ
ー
ロ
ガ
ト

リ
ー
ズ
（interrogatories
）、
自
認
要
求
（request for adm

ission

）
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
本
稿
に
お
い
て
詳
述

す
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
過
程
で
の
主
張
規
律
と
は
、
役
割
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
段
階
的
な
主
張
規
律
の
制
度
は
、
わ

が
国
に
お
け
る
主
張
規
律
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
有
益
な
比
較
対
象
と
な
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
争
点
整
理
の
初
期
段
階
で
働
く
主
張
規
律
の
検
討
を
目
的
と
す
る
の
で
、
こ
の
う
ち
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
主
張
規

律
の
み
を
扱
う
。
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
以
後
の
訴
訟
過
程
に
お
け
る
主
張
規
律
に
つ
い
て
は
、
次
稿
以
下
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
主
張
規
律
に
は
、
自
白
、
不
知
、
否
認
な
ど
の
応
答
態
度
に
関
す
る
規
律
も
当
然
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
争
点
整
理
の
初
期
段
階
に
お
け
る
主
張
規
律
の
な
か
で
も
、
特
に
原
告
に

課
せ
ら
れ
た
行
為
規
範
の
み
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
裁
判
所
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
、
概
略
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

そ
の
後
、
原
告
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
主
張
規
律
の
内
容
を
論
ず
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
根
拠
薄
弱
な
訴
え
（frivolous s

）
₁₆
（uit

）」
を
訴
訟
の
初
期
段
階
で
排
除
す
る
と
い
う
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
機
能
が
主
張
規
律
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
原
告
主
張
は
、
法
的
充
足
性
、

特
定
性
、
説
得
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
る
視
点
に
基
づ
く
主
張
規

律
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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二
　
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
規
律
の
概

）
₁₇
（観

㈠
　
シ
ン
プ
ル
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
手
続
構
想

　
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
訴
え
の
提
起
直
後
に
行
わ
れ
る
手
続
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
当
事
者
の
主
張

が
記
載
さ
れ
た
書
面
（
以
下
、「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
」
と
い
う
）
の
交
換
が
行
わ
れ
）
₁₈
（
る
。
一
九
三
八
年
に
採
択
さ
れ
た
連
邦
民
事
訴
訟
規

則
の
も
と
で
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
短
期
間
で
終
了
す
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
訴
（counterclaim

）
の
提
起
が

な
い
場
合
の
二
当
事
者
間
訴
訟
に
お
い
て
、
提
出
が
許
さ
れ
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
は
、
訴
状
（com

plaint

）、
答
弁
の
書
面

（answ
er

）、
再
答
弁
の
書
面
（reply
）
の
三
種
類
し
か
な
）
₁₉
（
く
、
し
か
も
、reply

の
提
出
は
、
裁
判
所
が
特
別
に
許
可
し
た
場
合
に
し
か

認
め
ら
れ
な
）
₂₀
（
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
は
、
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
相
手
方
当
事
者
へ
送
付
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
）
₂₁
（
い
。
被
告
が
定
め
ら
れ
た
期
間
内
にansw

er

を
提
出
し
な
い
と
、
欠
席
判
決
（default judgm

ent

）
が
下
さ
れ
）
₂₂
（
る
。
ま
た
、

裁
判
所
がreply

の
提
出
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
が
期
限
ま
で
の
提
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、answ

er

で
主
張
さ
れ
た
事
実

に
つ
い
て
擬
制
自
白
が
成
立
す
）
₂₃
（
る
。
こ
う
し
て
、
期
間
遵
守
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
主
張
の
や
り
取
り
だ
け
で

は
本
案
の
実
体
判
断
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
段
階
で
時
間
と
労
力
を
徒
労
す
べ
き
で
は
な
く
、
本
案
の
審
理
に
必
要
不
可
欠
な
証
拠
収

集
な
ど
の
手
続
に
迅
速
に
移
行
す
べ
き
で
あ
る
と
の
思
想
が
あ
）
₂₄
（
る
。
短
期
間
で
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
終
了
す
る
と
、
訴
訟
は
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
お
よ
び
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
段
階
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。
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㈡
　
主
張
の
不
備
を
理
由
と
す
る
請
求
棄
却
の
法
理

　
当
事
者
が
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
お
い
て
主
張
す
べ
き
事
柄
に
関
し
て
は
、
規
則
八
条
⒜
がcom

plaint

の
必
要
的
記
載
事
項
を
定

め
、
同
八
条
⒝
が
、
相
手
方
の
主
張
に
対
し
て
採
り
う
る
応
答
態
度
を
定
め
て
い
）
₂₅
（

る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
が
扱
う
原
告
に
対
す
る
行
為
規

範
と
し
て
の
主
張
規
律
と
の
関
係
で
特
に
重
要
な
の
は
、
規
則
八
条
⒜
⑵
で
あ
る
。
同
規
定
は
、「
救
済
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
請
求
の
基
礎
に
つ
い
て
の
簡
潔
で
明
瞭
な
陳
述
」
を
原
告
に
要
求
す
る
。
原
告
が
本
事
項
を
不
備
な
く
主
張
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
被
告
は
、
規
則
一
二
条
⒝
⑹
に
基
づ
き
、
訴
え
の
却
下
（dism

issal

）
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
）
₂₆
（

る
。
裁

判
所
は
、
申
立
て
が
あ
る
と
、com

plaint

に
お
け
る
請
求
の
基
礎
に
関
す
る
原
告
の
主
張
が
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
を
満
た
し
て
い

る
か
を
審
査
し
、
基
準
に
満
た
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、「
却
下
判
決
（dism

issal w
ith prejudice

）」（
以
下
、
本
稿
で
は
、
棄
却
判
決
と

訳
す
）
を
下
）
₂₇
（
す
。

　
も
っ
と
も
、
右
申
立
て
の
審
理
中
、
原
告
がcom

plaint

を
修
正
す
る
こ
と
は
緩
や
か
に
認
め
ら
れ
）
₂₈
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
提
出

さ
れ
たcom

plaint

に
不
備
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
補
正
の
機
会
も
与
え
ら
れ
ず
に
直
ち
に
棄
却
判
決
が
下
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
実

務
で
も
、com

plaint

は
、
申
立
て
の
審
理
中
に
一
度
な
い
し
数
度
修
正
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
、

修
正
後
のcom

plaint

に
つ
い
て
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
適
合
性
を
判
断
し
て
い
）
₂₉
（

る
。
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三
　
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
主
張
規
律
の
内
容

㈠
　
主
張
規
律
の
役
割

1
　
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
理
念

　
主
張
の
不
備
を
理
由
と
す
る
請
求
棄
却
が
申
し
立
て
ら
れ
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
段
階
でcom

plaint

に
お
け
る
原
告
主
張
に
不
備
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
た
ど
り
着
く
前
に
、
訴
え
は
門
前
払
い
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
は
、
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ゲ
ー
ト
を
通
過
す
る
の
に
最
低

限
必
要
な
の
が
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
を
満
た
す
主
張
で
あ
る
と
い
え
）
₃₀
（

る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
主
張
で
あ
れ
ば
、
本
条
の
基
準

を
満
た
す
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
や
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
な
ど
の
訴
訟
の
次
な
る
ス

テ
ー
ジ
に
進
む
た
め
に
、
原
告
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
何
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
規
則
八
条
⒜
⑵
の
文
言
解
釈
に
帰
着
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
現
在
の
通
説
・
判
例
は
、
請
求
の
内
容
と
根
拠
に
つ
い
て
、
被
告
に
「
公

正
な
告
知
（fair notice

）」
を
与
え
る
に
足
る
陳
述
が
あ
れ
ば
よ
く
、
請
求
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
つ
い
て
の
詳
細
な
主
張
ま
で
は
不
要

で
あ
る
と
解
し
て

）
₃₂
）（
₃₁
（

い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
実
体
判
断
を
す
る
場
で
は
な
い
以
上
、
で
き
る
だ
け
迅

速
か
つ
簡
略
な
手
続
と
し
て
構
想
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
理
念
に
、
通
説
・
判
例
も
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
通
説
・
判
例

に
よ
れ
ば
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
機
能
は
、
被
告
お
よ
び
裁
判
所
に
対
し
て
請
求
の
内
容
を
告
知
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
連
邦
民
事
訴
訟

規
則
の
制
定
前
に
、
伝
統
的
に
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
担
う
べ
き
役
割
と
考
え
ら
れ
て
き
た
事
案
の
解
明
と
争
点
の
確
定
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
で
は
な
く
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
や
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
後
続
の
諸
制
度
に
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委
ね
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
）
₃₃
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
告
知
機
能
に
特
化
し
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
運
用
の
あ
り
方
は
、
一
般
に
、

「
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
（notice pleading

）」
と
呼
ば
れ
て
い
）
₃₄
（

る
。

2
　
実
務
に
お
け
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
能
の
強
化

　
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
趣
旨
を
純
理
論
的
に
徹
底
す
れ
ば
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
な
っ
て
行
う
訴
え

の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
解
釈
に
関
連
し
て
、
連

邦
最
高
裁
が
、「
原
告
が
救
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
い
か
な
る
事
実
も
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
合
理
的
な
疑
い
を
超
え

る
程
度
に
明
白
で
な
い
限
り
、
訴
え
は
主
張
の
不
備
を
理
由
に
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
）
₃₅
（

い
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
）
₃₆
（
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
裁
判
例
に
目
を
向
け
る
と
、
様
相
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
判
例
は
、
伝
統
的
に
、com

plaint

に
お
け
る
原
告
主
張
を
す
べ
て
真
実
と
仮
定
し
て
も
、
実
体
法
に
照
ら
し
請
求
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、

原
告
主
張
が
「
法
的
充
足
性
（legal sufficiency
）」
を
欠
く
場
合
に
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
を
認
め
て

き
）
₃₇
（
た
。
第
二
に
、
審
理
コ
ス
ト
が
類
型
的
に
高
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
証
券
詐
欺
訴
訟
や
公
民
権
訴
訟
の
分
野
で
は
、
た
と
え
法
的

充
足
性
を
満
た
す
主
張
で
あ
っ
て
も
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
例
が
比
較
的
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
裁
判

例
は
、
原
告
主
張
は
「
特
定
性
（specificity or particularity
）」
を
欠
く
と
い
う
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
が
多
）
₃₈
（
い
。
第
三
に
、
最
近
に

な
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
能
を
い
っ
そ
う
強
化
・
促
進
さ
せ
る
方
向
性
を
示
す
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

被
告
に
無
用
な
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
原
告
は
「
説
得
的
な
請
求
（plausible claim

）」
を
主
張

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
説
得
性
が
不
十
分
な
訴
え
は
、
主
張
の
不
備
を
理
由
に
棄
却
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
）
₃₉
（
る
。

　
理
論
と
実
務
が
乖
離
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
の
状
況
は
、
ア
メ
リ
カ
の
訴
訟
制
度
に
お
け
る
「
根
拠
薄
弱
な
訴
え
（frivolous 

suit

）」
へ
の
深
刻
な
懸
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
不
思
議
と
、
な
に
がfrivolous
な
訴
え
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
一
致
し
た
見
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解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
言
葉
は
従
来
か
ら
、
実
体
法
お
よ
び
手
続
法
改
正
の
必
要
を
説
く
場
合
に
使
わ
れ
て
き
て
お
り
、

frivolous

な
訴
え
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が
同
意
し
て

）
₄₁
）（
₄₀
（

い
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
よ
う
だ
が
、frivolous

な
訴
え
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
時
間
と
訴
訟
資
源
を
費
や
す
の
は
無
益
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
訴
訟
の
初
期
段
階
で
排
除
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
も
、
ほ
と
ん
ど
のfrivolous

な
訴
え
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
か
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン

ト
の
段
階
で
排
除
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
）
₄₂
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
右
の
三
類
型
は
、
連
邦
裁
判
所
が
、frivolous

な
訴
え
に
該
当
す
る
と
考
え
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
し
た
も
の
と

も
い
え
る
。
ど
の
よ
う
な
訴
え
が
、
訴
訟
の
初
期
段
階
で
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
る
べ
き
訴
え
に
該
当
す
る
か
は
、
結
局
、
こ
れ
ら
の
裁

判
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
上
記
三
類
型
に
該
当
す
る
裁
判
例
と
、
そ
こ
に
お
け
る
主
張

規
律
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

㈡
　
主
張
規
律
の
内
容

1
　
主
張
の
法
的
充
足
性

　
⑴
　Scheuer

事
件

　
判
例
は
、com

plaint

に
お
け
る
原
告
の
主
張
は
、
法
的
充
足
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
原
告
が
み
ず
か
ら
、

請
求
権
の
発
生
と
い
う
法
律
効
果
を
阻
害
す
る
抗
弁
事
実
を
も
主
張
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
主
張
は
法
的
充
足
性
を
欠
く
と
い
）
₄₃
（

う
。

た
と
え
ば
、
ケ
ン
ト
州
立
大
学
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
の
た
め
の
集
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
警
備
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
た

オ
ハ
イ
オ
州
兵
が
参
加
者
に
発
砲
し
、
死
傷
者
を
出
し
た
事
件
に
関
連
し
て
、
遺
族
が
同
州
の
警
察
官
や
警
察
幹
部
、
州
知
事
等
に
対
し

提
起
し
た
損
害
賠
償
請
求
事
件
が
あ
）
₄₄
（

る
。
原
審
は
、「
行
政
免
責
（executive im

m
unity

）」（
個
人
は
行
政
上
の
職
務
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
問

わ
れ
な
い
と
の
法
理
）
が
あ
る
か
ら
、
原
告
の
被
告
に
対
す
る
訴
え
は
本
来
的
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
被
告
の
請
求
棄
却
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の
申
立
て
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
連
邦
最
高
裁
は
、「
も
し
、
行
政
免
責
が
、
お
よ
そ
職
務
に
関
連
し
た
行
為
で
あ
る
限
り
絶
対
的
・

包
括
的
に
免
責
を
定
め
る
理
論
な
の
で
あ
れ
ば
、
原
審
の
判
断
は
正
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
で
、
こ
の
法
理
を
、
絶
対
的
な
免
責
を

認
め
た
も
の
で
は
な
く
相
対
的
・
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
解
せ
ば
、
本
件
被
告
の
責
任
の
有
無
は
、
証
拠
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
事
件
発
生
時
の
状
況
次
第
で
変
わ
り
得
る
こ
と
に
な
）
₄₅
（
る
。」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
後
者
の
解
釈
論
を
採
用
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
原
告
の
主
張
だ
け
で
は
抗
弁
が
成
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。
本
件

は
、
仮
に
、
連
邦
最
高
裁
が
、
行
政
免
責
に
つ
い
て
絶
対
的
免
責
理
論
の
解
釈
を
採
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
抗
弁
の
成
立
が
主
張
自
体
か
ら

明
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
事
案
で
あ
っ
）
₄₆
（

た
。

　
⑵
　M

cD
onald

事
件

　
ま
た
、
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
法
的
基
盤
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
白
な
主
張
も
、
法
的
充
足
性
を
欠
く
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
白
人
労
働
者
が
鉄
道
会
社
に
対
し
て
提
起
し
た
不
当
な
差
別
的
解
雇
を
理
由
と
す
る
公
民
権
訴
訟
が
あ
）
₄₇
（
る
。
サ
ン
タ

フ
ェ
・
ト
レ
ー
ル
鉄
道
会
社
の
職
員
で
あ
っ
た
白
人
労
働
者
（
原
告
）
は
、
も
う
一
人
の
黒
人
労
働
者
と
と
も
に
、
運
送
契
約
に
基
づ
い

て
顧
客
に
運
送
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
冷
却
剤
を
横
領
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
そ
の
六
日
後
に
解
雇
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
人
の
黒
人
労

働
者
は
解
雇
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
原
告
は
こ
れ
が
人
種
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
で
あ
る
と
し
て
、
平
等
権
保
障
を
定
め
た
公
民
権

法
一
九
八
一
条
に
基
づ
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
争
点
は
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
人
に
白
人
労
働
者
と
同
等
の
契
約
の
自
由
な
ど
が
保
障
さ

れ
る
こ
と
を
規
定
し
た
公
民
権
法
一
九
八
一
条
が
、
白
人
労
働
者
の
保
護
の
た
め
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
原
判
決
が
、
白

人
労
働
者
の
保
護
の
た
め
に
は
本
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
し
、
原
告
の
主
張
不
備
を
理
由
に
請
求
を
棄
却
し
た
の
に
対
し
、
連
邦
最
高

裁
は
、
本
条
は
差
別
的
取
扱
い
か
ら
の
白
人
の
保
護
も
目
的
と
し
て
い
る
と
の
解
釈
論
を
展
開
し
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
を
し
た
。

逆
を
い
え
ば
、
仮
に
連
邦
最
高
裁
が
、
原
審
の
示
し
た
法
解
釈
を
正
当
な
も
の
と
認
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の

法
的
基
盤
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
た
事
案
で
あ
）
₄₈
（
る
。
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2
　
主
張
の
特
定
性

　
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
原
告
が
訴
え
に
お
い
て
問
題
と
す
る
法
的
紛
争
が
他
の
法
的
紛
争
か
ら

識
別
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
判
決
を
求
め
て
い
る
の
か
さ
え
判
明
す
れ
ば
、com

plaint

に
お
け
る
訴
え
の
告
知
機
能
は
十
分
果
た

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
例
に
は
、
識
別
に
必
要
な
事
実
の
主
張
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
紛
争
の
具
体
的
な
内
容
を

明
確
に
特
定
し
て
主
張
す
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
も
の
が
あ
）
₄₉
（

る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
実
体
法
上
請
求
が
認
容
さ
れ
る
可
能
性
が
乏
し

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
和
解
を
目
論
ん
で
提
起
さ
れ
る
訴
訟
か
ら
、
被
告
を
保
護
し
、
か
つ
、
裁
判
所
の
業
務
負
担
を
解
放
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
あ
）
₅₀
（

る
。
こ
の
傾
向
は
、
行
政
主
体
や
そ
の
職
員
が
被
告
と
さ
れ
る
こ
と
で
公
務
遂
行
妨
害
が
懸
念
さ
れ
る
公
民
権
訴
訟
や
、
安
定

し
た
会
社
経
営
が
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
証
券
詐
欺
訴
訟
に
お
い
て
、
顕
著
に
み
ら
れ
）
₅₁
（
る
。

　
⑴
　Pow

ell

事
件

　
た
と
え
ば
、
公
民
権
訴
訟
の
分
野
に
お
け
る
古
い
判
例
と
し
て
、
労
災
補
償
審
査
会
の
審
理
方
式
と
判
断
の
内
容
に
不
服
を
有
す
る
原

告
が
、
同
審
査
会
と
雇
用
先
会
社
、
お
よ
び
労
働
災
害
補
償
保
険
会
社
を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
が
あ
）
₅₂
（

る
。
原
告
は
、

被
告
会
社
で
勤
務
中
に
脊
椎
に
怪
我
を
負
い
障
害
が
生
じ
た
が
、
そ
の
一
六
年
前
に
も
別
会
社
で
勤
務
中
に
怪
我
を
負
っ
て
い
た
た
め
、

労
災
補
償
審
査
会
で
は
、
原
告
の
障
害
の
固
定
化
を
完
全
に
被
告
会
社
で
の
事
故
に
帰
責
で
き
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
本
件
訴
え
提
起

時
、
労
災
補
償
審
査
会
の
決
定
は
未
だ
確
定
し
て
お
ら
ず
、
決
定
に
対
す
る
原
告
側
の
不
服
申
立
て
や
被
告
会
社
・
被
告
保
険
会
社
に
よ

る
不
服
申
立
て
が
度
重
な
り
、
審
査
会
で
の
審
査
は
約
二
年
間
に
わ
た
っ
て
い
た
。
原
告
は
、
こ
の
よ
う
な
審
理
の
遅
延
状
況
は
、
被
告

ら
が
原
告
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
権
お
よ
び
平
等
権
を
侵
害
す
る
た
め
に
共
謀
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
理
由

に
公
民
権
訴
訟
を
提
起
し
た
。
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
労
災
補
償
審
査
会
に
お
け
る
適
正
な
審
理
手
続
が
安
易
に
訴
訟
に
お

け
る
攻
撃
対
象
と
な
る
こ
と
に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
く
、「
本
件
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
原
告
に
保
障
さ
れ
た
憲
法
上
の
権
利
を
、
被
告

が
故
意
を
も
っ
て
意
図
的
に
侵
害
し
た
こ
と
が
訴
状
で
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
訴
状
に
は
、『
被
告
ら
は
原
告
の
権
利
を
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奪
う
た
め
成
功
的
に
共
謀
し
た
』
と
の
概
括
的
主
張
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
法
律
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
文
言
の
繰
り
返
し
に
過

ぎ
な
い
。
原
告
は
、
共
謀
の
存
在
に
つ
い
て
、
曖
昧
に
結
論
だ
け
を
主
張
す
る
の
で
は
足
り
な
い
。
最
低
で
も
あ
る
程
度
の
特
定
性
を

も
っ
て
、
共
謀
の
存
在
の
評
価
に
合
理
的
に
つ
な
が
る
よ
う
な
被
告
の
行
為
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
原
告
の
義
務
で
あ
）
₅₃
（
る
。」
と
判
示
し
、

原
告
主
張
に
不
備
が
あ
る
と
の
理
由
で
請
求
を
棄
却
し
）
₅₄
（
た
。

　
⑵
　Evancho
事
件

　
近
年
で
は
、
左
遷
さ
れ
た
後
に
う
つ
病
を
発
症
し
、
警
察
官
を
退
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
原
告
が
、
当
時
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
司

法
長
官
に
対
し
、
左
遷
は
彼
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
主
張
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
主
張
の
不
備
を
理
由
に
請
求

が
棄
却
さ
れ
）
₅₅
（
た
。
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、「
…
…
公
民
権
訴
訟
で
行
政
官
の
個
人
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
の

個
人
的
関
与
が
必
要
で
あ
り
、
個
人
的
関
与
は
、
当
該
行
政
官
が
指
示
を
出
し
た
と
か
、
知
り
な
が
ら
黙
認
し
た
と
い
っ
た
主
張
で
指
摘

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
規
則
八
条
⒜
の
緩
や
か
な
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
基
準
に
則
っ
て
も
、
被
告

が
個
人
的
に
左
遷
に
関
与
し
た
こ
と
を
示
す
原
告
主
張
に
は
不
備
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
原
告
は
、
被
告
が
左
遷
を

指
示
し
た
こ
と
を
示
す
事
実
も
、
彼
が
左
遷
を
知
り
な
が
ら
黙
認
し
た
こ
と
を
示
す
事
実
も
主
張
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
原
告
は
、
左
遷
が
行
わ
れ
た
日
時
や
、
誰
が
そ
れ
を
命
じ
た
の
か
、
い
つ
誰
か
ら
左
遷
の
事
実
を
聴
い
た
の
か
、
誰
が
ど
こ
で
左

遷
を
正
式
に
原
告
に
告
示
し
た
か
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
な
会
話
を
し
た
か
に
つ
い
て
、
一
切
主
張
を
し
て
い
な
）
₅₆
（
い
。」
と
判
示
し
、
左
遷

に
被
告
が
関
与
し
た
旨
を
明
確
に
特
定
し
て
主
張
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

3
　
主
張
の
説
得
性

　
さ
ら
に
、
近
時
、
連
邦
最
高
裁
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
・
コ
ス
ト
が
も
た
ら
す
弊
害
に
憂
慮
し
て
、
請
求
権
の
存
在
に
関
す
る
原
告
主

張
が
「
説
得
性
（plausibility

）」
を
欠
く
場
合
に
も
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
と
み
て
、
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
判
断
を
示
し
た
。
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⑴
　Tw

om
bly

事
件

　
本
件
は
、
消
費
者
で
あ
る
原
告Tw

om
bly

ら
が
、
大
手
電
気
通
信
会
社
四
社
の
自
由
競
争
制
限
行
為
は
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
違
反

す
る
と
し
て
、
違
法
行
為
の
差
止
め
、
違
法
宣
言
判
決
お
よ
び
三
倍
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
）
₅₇
（
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、「
原
告
に
は
、

﹇com
plaint

に
お
い
て
﹈
自
分
が
救
済
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
が
あ
り
、
単
に
法
律

用
語
や
法
的
結
論
だ
け
を
述
べ
た
り
、
訴
訟
原
因
の
構
成
要
素
を
形
式
的
に
羅
列
し
た
り
す
る
の
で
は
、
こ
の
義
務
は
果
た
さ
れ
な
い
。

原
告
は
、
主
張
事
実
が
全
て
真
実
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
救
済
を
受
け
る
権
利
の
存
在
が
憶
測
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
程

度
の
事
実
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
）
₅₈
（

る
。（
略
）
以
上
の
一
般
的
基
準
を
本
件
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一

条
違
反
を
主
張
す
る
原
告
は
、
訴
状
に
お
い
て
、
被
告
間
に
合
意
（
共
謀
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
足
る
事
実
を
主
張
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
）
₅₉
（

い
。
合
意
の
存
在
を
推
認
す
る
た
め
の
説
得
的
な
（plausible

）
根
拠
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
段
階
で
蓋
然
性
（probability

）
を
示
す
こ
と
ま
で
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
を
す
れ
ば
合
意
の

存
在
に
関
す
る
証
拠
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
合
理
的
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
程
度
の
事
実
主
張
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
）
₆₀
（
る
。」

と
述
べ
、
請
求
権
の
存
在
を
信
頼
さ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
説
得
力
の
あ
る
主
張
を
原
告
に
要
求
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
共
謀
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
事
実
と
し
て
原
告
が
主
張
し
た
も
の
は
、「
被
告
各
社
は
、
新
規
事

業
者
の
参
入
を
抑
制
す
る
行
為
を
並
行
的
に
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
と
「
被
告
各
社
は
相
互
に
競
争
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
」
と
い

う
事
実
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
ら
に
よ
る
こ
れ
ら
の
作
為
・
不
作
為
は
、
経
済
界
の
一
般
常
識
に
従
え
ば
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る

も
の
で
、
そ
れ
以
上
に
違
法
な
共
謀
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
結
論
と
し
て
、
原
告
の
主
張
は
説
得
性
を
欠
く
と
の

理
由
で
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
。

　
⑵
　Iqbal

事
件

　Iqbal

判
決
は
、Tw

om
bly

判
決
を
踏
襲
し
、
主
張
の
説
得
性
の
審
理
方
法
と
し
て
「
二
段
階
審
査
テ
ス
ト
（tw

o-pronged test

）」
を
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打
ち
立
て
）
₆₁
（
た
。
事
案
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
国
籍
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
原
告
が
、
拘
禁
中
の
不
当
な
扱
い
に
よ
り
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害

さ
れ
た
と
し
て
、
複
数
の
連
邦
公
務
員
各
人
を
被
告
と
し
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
司
法
長
官
（
当
時
）
のAshcroft

お
よ
び
Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
（
当
時
）
のM
ueller

を
被
告
と
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
主
張
の
不
備
を
理

由
と
す
る
請
求
棄
却
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
わ
れ
）
₆₂
（
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、「
先
のTw

om
bly

判
決
か
ら
は
、
次
の
二
つ
の
原
則
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、﹇
規
則
一
二
条
⒝
⑹
の

申
立
て
を
審
理
す
る
際
﹈
裁
判
所
はcom

plaint

に
お
け
る
原
告
主
張
を
全
て
真
実
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
原
則
は
、
法

的
結
論
に
は
適
用
さ
れ
な
）
₆₃
（

い
。（
略
）
第
二
に
、com

plaint

に
お
い
て
「
説
得
的
な
請
求
（plausible claim

）」
を
述
べ
て
い
る
訴
え
の

み
が
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、com

plaint

に
説
得
的
な
請
求
が
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
事

案
ご
と
に
異
な
る
か
ら
、
各
裁
判
官
が
、
自
ら
の
職
務
経
験
と
一
般
常
識
に
し
た
が
っ
て
個
別
的
に
判
断
を
す
べ
き
で
あ
）
₆₄
（
る
。」
と
述
べ

た
。
す
な
わ
ち
、
主
張
の
説
得
性
の
審
理
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
何
が
法
的
結
論
に
該
当
す
る
か
を
選
別
し
、
次
に
、
法
的
結
論
を
除
外

し
た
主
張
を
基
礎
と
し
て
説
得
性
の
有
無
を
評
価
す
る
と
い
う
二
段
階
の
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
本

判
決
は
、
主
張
の
説
得
性
は
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
地
裁
に
お
け
る
民
事
事
件
の
全
て
に
妥
当
す

る
基
準
で
あ
る
と
も
明
言
し
て
い
）
₆₅
（
る
。

　
二
段
階
審
査
を
行
う
に
あ
た
り
、
本
判
決
で
は
、「
被
告
は
本
政
策
の
立
案
者
で
あ
る
」
と
か
、「
原
告
が
著
し
く
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
を
受
け
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
」
と
い
っ
た
主
張
は
、
単
な
る
法
的
結
論
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
、
真
実
擬
制
の
原
則
の
対
象
か
ら

外
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
真
実
擬
制
の
対
象
と
な
る
主
張
か
ら
は
請
求
権
の
存
在
が
説
得
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
の
理
由
で
、
請
求
が

棄
却
さ
れ
て
い
る
。

　
⑶
　
説
得
性
を
要
求
す
る
趣
旨

　
上
記
の
二
判
決
に
お
い
て
主
張
の
説
得
性
が
要
求
さ
れ
た
背
景
に
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
・
コ
ス
ト
へ
の
懸
念
が
あ
る
。Tw

om
bly
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判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
説
得
性
に
乏
し
い
請
求
が
真
に
事
実
無
根
（groundless

）
な
の
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ

の
過
程
に
お
け
る
裁
判
官
の
入
念
な
事
件
管
理
に
よ
っ
て
早
期
に
ふ
る
い
落
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
も
期
待
さ
れ
る
が
、
裁
判
官
の
監
督
権

限
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
濫
用
防
止
が
功
を
奏
し
て
い
な
い
憂
慮
す
べ
き
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
の
期
待
は
的
外
れ
な
も
の
に
終

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
濫
用
が
、
サ
マ
リ
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
の
段
階
に
お
け
る
綿
密
な
証
拠
の
検
討
や
﹇
ト
ラ
イ

ア
ル
に
お
け
る
﹈
陪
審
へ
の
丁
寧
な
説
諭
に
よ
っ
て
も
解
決
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
か
か

る
高
額
な
費
用
は
、
コ
ス
ト
重
視
の
被
告
を
し
て
、﹇
原
告
の
﹈
勝
訴
見
込
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
事
件
に
お
い
て
さ
え
和
解
さ
せ
る
理
由
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
関
係
証
拠
が
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
の
合
理
的
期
待
が
あ
ら
か
じ
め
存
し
な
い
場
合
に
、
莫
大
な
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
費
用
を
回
避
す
る
お
そ
ら
く
唯
一
の
策
は
、﹇
プ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
段
階
で
﹈
共
謀
の
存
在
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
程
度
の
事
実
主
張
を
原
告
に
対
し
要
求
す
る
こ
と
な
の
で
あ
）
₆₆
（

る
。」。

　
こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
至
る
よ
り
も
前
に
訴
え
を
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
排
斥
す
る
必
要
性
と
合
理
性
は
、
学
説
で
も

賛
同
さ
れ
て
い
）
₆₇
（

る
。
た
だ
し
、Iqbal

判
決
の
打
ち
立
て
た
二
段
階
審
査
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
法
的
結
論
に
該
当
す
る
か

否
か
を
恣
意
的
に
取
捨
選
択
す
る
こ
と
で
原
告
主
張
の
一
部
を
無
視
し
て
お
り
、
本
来frivolous

な
訴
え
と
み
る
べ
き
で
な
い
も
の
に

つ
い
て
ま
で
、
過
度
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
の
批
判
が
強
）
₆₈
（

い
。
上
述
の
必
要
性
お
よ
び
合
理
性
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
そ

の
手
段
が
は
た
し
てIqbal

判
決
の
提
示
し
た
よ
う
な
規
範
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
議
論
も
未
だ
模
索
途
上
で

あ
る
。

四
　
小
　
括

　
以
上
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
主
張
規
律
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
き
た
。
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
、
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
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リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
緩
や
か
な
理
念
の
も
と
に
運
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
主
張
規
律
に
つ
い
て
全
く
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
状
況
で

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、frivolous

な
訴
え
の
早
期
排
除
の
要
請
か
ら
、
原
告
の
主
張
は
、
法
的
充
足

性
、
特
定
性
、
説
得
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
規
律
の
あ
り
方
は
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
規
律
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
に
富
む
。
そ
も
そ
も
、
法

的
充
足
性
の
議
論
は
、
主
張
自
体
失
当
の
法
理
に
お
け
る
主
張
の
有
理
性
の
議
論
と
共
通
す
る
点
が
多
）
₆₉
（

い
。
ま
た
、
近
年
、
わ
が
国
で
は
、

情
報
や
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
拡
充
し
、
事
案
の
解
明
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
の
試
み
の
も
と
、
民
事
訴
訟
制
度
に
関
す
る
立
法
や
議
論

が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
証
拠
・
情
報
収
集
手
段
の
拡
充
は
昨
今
の
民
事
訴
訟
法
改
正
に
共
通
す
る
基
本
理
念
の
一
つ
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
、
平
成
八
年
改
正
時
の
当
事
者
照
会
の
導
入
（
法
一
六
三
条
）
お
よ
び
文
書
提
出
義
務
の
一
般
義
務
化
（
法
二
二
〇
条
四

号
）、
平
成
一
五
年
改
正
時
の
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
処
分
等
の
制
度
の
創
設
（
法
一
三
二
条
の
二
以
下
）
に
端
的
に
表
れ

て
い
）
₇₀
（
る
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
既
存
の
法
制
度
や
法
理
論
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
証
拠
収
集
手
続
の
い
っ
そ
う
の
強
化
を

志
向
し
た
制
度
改
革
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
も
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
）
₇₁
（

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
証
拠
・
情
報

収
集
手
段
の
拡
充
は
、
訴
訟
関
係
者
の
事
案
解
明
に
か
け
る
負
担
の
増
加
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
張
の
特

定
性
や
説
得
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
を
続
け
る
こ
と
で
生
じ
る
費
用
な
ど
の
負
担
を
考
慮
し
て
、
早
期
に
事
件
の
ふ
る
い
分

け
を
行
お
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
規
律
の
内
容
も
ま
た
、
わ
が
国
の
争
点
整
理
の
初
期
段
階
に
お
け
る
主
張

規
律
を
考
え
る
う
え
で
、
有
用
な
視
点
と
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
₁
）  

平
成
二
五
年
七
月
一
二
日
に
公
表
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
第
五
回
裁
判
の
迅
速
化
に
係
る
検
証
に
関
す
る
報
告
書
」http://w

w
w.

courts.go.jp/vcm
s_lf/20523002.pdf 

（
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
八
日
）
二
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
民
事
第
一
審
訴
訟
の
平
均
審
理
期
間
（
平
成
二

四
年
度
）
は
七
・
八
月
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
三
・
九
％
の
事
件
で
争
点
整
理
が
実
施
さ
れ
、
争
点
整
理
期
日
回
数
の
平
均
は
二
・
一
回
で
あ
る
。



争点整理の初期段階における主張規律

141

六
割
を
超
え
る
事
件
で
審
理
は
六
月
以
内
に
終
局
す
る
が
、
一
年
超
二
年
以
内
の
事
件
が
一
四
％
、
二
年
を
超
え
る
事
件
の
割
合
も
六
・
六
％
あ

る
。
さ
ら
に
、
個
別
の
訴
訟
類
型
で
は
、
医
事
関
係
訴
訟
で
平
均
審
理
期
間
二
五
・
一
月
の
と
こ
ろ
平
均
争
点
整
理
期
日
回
数
九
・
三
回
、
建
築

関
係
訴
訟
で
平
均
審
理
期
間
一
六
・
六
月
に
対
し
て
平
均
争
点
整
理
期
日
回
数
八
・
八
回
、
知
的
財
産
権
訴
訟
で
平
均
審
理
期
間
一
六
・
八
月
に

対
し
平
均
争
点
整
理
期
日
回
数
七
・
五
回
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
審
理
期
間
に
は
相
当
な
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
争
点
整
理
期
間
そ
の
も

の
の
振
り
幅
も
大
き
い
。

（
₂
）  
相
羽
洋
一
ほ
か
「〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
争
点
整
理
で
₇
割
決
ま
る
⁉
」
判
タ
一
四
〇
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
頁
﹇
増
田
勝
久
発
言
﹈、
一
五

頁
﹇
小
町
谷
育
子
発
言
﹈、
山
本
和
彦
（
司
会
）「〈
特
別
座
談
会
〉
民
事
裁
判
の
一
層
の
充
実
・
迅
速
化
に
向
け
て
（
₁
）」
ジ
ュ
リ
一
四
三
二
号

（
二
〇
一
一
年
）
五
四
―
五
六
頁
﹇
特
に
、
五
五
頁
、
五
六
頁
に
か
け
て
の
中
尾
正
信
発
言
﹈。

（
₃
）  

畑
瑞
穂
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
過
程
の
規
律
（
一
）（
二
）」
法
協
一
一
二
巻
四
号
（
一
九
九
五
年
）
四
八
八
頁
以
下
・
一
四
四
巻
一
号

（
一
九
九
七
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
主
張
・
否
認
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
」
民
訴
雑
誌
四
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
三
五
頁
以
下
が
、
本
文
で
い

う
と
こ
ろ
の
主
張
規
律
と
い
う
考
え
方
を
体
系
的
に
示
し
た
初
め
て
の
論
稿
と
い
え
よ
う
。
定
ま
っ
た
用
語
法
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
に

お
い
て
、
主
張
規
律
と
い
う
と
き
は
、
主
張
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
行
為
規
制
の
ル
ー
ル
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
₄
）  

た
だ
し
、
畑
・
前
掲
注
（
₃
）
の
各
論
文
は
、
真
実
義
務
の
議
論
を
対
象
に
含
ん
で
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
真
実
義
務
が
、
意
図
的
な
虚
偽
陳

述
の
禁
止
と
い
う
行
為
規
範
を
当
事
者
に
課
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
主
張
規
律
の
枠
組
み
の
な
か
で
扱
う
べ
き
テ
ー
マ
と
思
わ
れ
る
。

三
木
浩
一
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
改
正
課
題
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
六
頁
は
、「
事
実
の
主
張
に
関
す
る
規
律
」
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
な
か
に
真
実
義
務
も
含
め
て
論
じ
て
い
る
。
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）﹇
第
二
版
補
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三

年
）
四
六
二
頁
以
下
も
、
主
張
に
つ
い
て
の
規
律
と
関
連
さ
せ
て
、
真
実
義
務
・
完
全
陳
述
義
務
の
問
題
を
論
ず
る
。

（
₅
）  

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
補
足
説
明
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
七
号
（
一
九
九
四
年
）
一
七
頁
、
今
井

功
「
争
点
・
証
拠
の
整
理
と
審
理
の
構
造
」
竹
下
守
夫
＝
今
井
功
編
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
八
年
）
二
〇
一
頁
、
二
一

三
頁
、
竹
下
守
夫
ほ
か
編
『
研
究
会
新
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
九
年
）
一
三
五
頁
以
下
﹇
特
に
一
三
九
頁
、
一
四
〇
頁
に
お
け
る
竹

下
守
夫
発
言
お
よ
び
福
田
剛
久
発
言
﹈。
平
成
八
年
改
正
前
の
訴
状
・
答
弁
書
そ
の
他
の
準
備
書
面
の
運
用
を
め
ぐ
る
弊
害
に
つ
い
て
は
、
上
原

敏
夫
「
訴
訟
の
準
備
と
審
理
の
充
実
」
新
堂
幸
司
編
『
講
座
民
事
訴
訟
④
』（
弘
文
堂
・
一
九
八
五
年
）
一
九
七
頁
以
下
、
司
法
研
修
所
編
『
民

事
訴
訟
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
関
す
る
研
究
』（
法
曹
会
・
一
九
八
九
年
）
五
九
頁
以
下
、
七
六
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
①
抽
象
的
な

主
要
事
実
だ
け
し
か
記
載
し
な
い
「
骨
と
皮
」
だ
け
の
準
備
書
面
や
、
②
訴
訟
戦
術
的
な
面
か
ら
な
さ
れ
る
主
張
の
出
し
惜
し
み
が
、
訴
訟
遅
延
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を
も
た
ら
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
₆
）  

森
勇
「
主
張
と
否
認
の
具
体
化
に
つ
い
て
―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
状
況
」
民
訴
雑
誌
三
四
号
（
一
九
八
八
年
）
二
〇
九
頁
〔
以
下
、
森

＝
具
体
化
と
し
て
引
用
す
る
〕、
同
「
積
極
否
認
と
訴
訟
へ
の
影
響
」
三
宅
省
三
＝
塩
崎
勤
＝
小
林
秀
之
編
集
代
表
『
新
民
事
訴
訟
法
大
系
』（
青

林
書
院
・
一
九
九
七
年
）
六
二
頁
〔
以
下
、
森
＝
影
響
と
し
て
引
用
す
る
〕、
廣
尾
勝
彰
「
民
事
訴
訟
の
当
事
者
主
義
的
審
理
構
造
」
民
訴
雑
誌

三
八
号
（
一
九
九
二
年
）
二
〇
五
頁
、
畑
瑞
穂
「
主
張
の
具
体
化
」
法
教
二
四
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
頁
、
上
原
敏
夫
（
司
会
）「〈
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
〉
民
事
裁
判
に
お
け
る
情
報
の
開
示
・
保
護
」
民
訴
雑
誌
五
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
八
頁
﹇
春
日
偉
知
郎
報
告
﹈、
三
木
浩
一
（
司

会
）「〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
民
事
訴
訟
法
の
今
後
の
改
正
課
題
」
民
訴
雑
誌
五
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
二
頁
﹇
垣
内
秀
介
報
告
﹈
が
、
主
張
や

否
認
の
具
体
化
な
い
し
理
由
づ
け
を
論
じ
る
目
的
が
、
審
理
の
充
実
・
促
進
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
不
知
陳
述
の
規
制
に
関
し
て
は
、
伊
東

俊
明
「
不
知
の
陳
述
の
規
制
（
一
）（
二
）」
民
商
一
一
七
巻
四
＝
五
号
六
二
二
頁
以
下
、
六
号
八
四
一
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）
が
、
規
制
の
意

義
を
「
当
事
者
間
の
公
平
の
実
現
と
事
実
関
係
の
解
明
促
進
」
に
求
め
て
い
る
。

（
₇
）  

竹
下
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
₅
）
一
五
一
頁
﹇
柳
田
幸
三
発
言
﹈、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
一
問
一
答
新
民
事
訴
訟
法
』（
商
事
法
務
研
究

会
・
一
九
九
六
年
）
一
五
七
頁
、
竹
下
守
夫
＝
伊
藤
眞
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
三
）』（
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
）
二
六
九
頁
以
下
﹇
山
本
克

己
﹈
な
ど
。
失
権
効
に
つ
い
て
は
、
笠
井
正
俊
「
口
頭
弁
論
の
現
状
と
課
題
」
法
時
八
三
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
六
頁
以
下
、
三
木
＝
山
本

編
・
前
掲
注
（
₄
）
八
七
頁
以
下
な
ど
。

（
₈
）  

そ
も
そ
も
、
真
実
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
下
で
の
お
お
も
と
の
議
論
は
、
道
徳
上
の
義
務
と
し
て
は
争
い
な
く
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
虚
偽
陳
述
の
禁
止
が
、
法
律
上
の
義
務
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
東
乾
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
眞
實
義
務
」
法

学
研
究
二
五
巻
六
号
（
一
九
五
二
年
）
三
三
五
頁
以
下
、
中
田
淳
一
「
訴
訟
上
の
眞
實
義
務
に
つ
い
て
」
同
『
訴
訟
及
び
仲
裁
の
法
理
』（
有
信

堂
・
一
九
五
三
年
）
六
五
頁
以
下
。
日
本
で
も
、
真
実
義
務
の
肯
定
論
者
の
多
く
は
、
そ
の
根
拠
を
信
義
誠
実
の
原
則
に
求
め
る
。
中
野
貞
一
郎

「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
真
実
義
務
」
同
『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
・
一
九
七
八
年
）
一
六
四
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
₄
）
四
六
九
頁
、
新
堂
幸
司

『
新
民
事
訴
訟
法
﹇
第
₅
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）
四
八
五
頁
、
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
﹇
第
₇
版
﹈』（
二
〇
一
一
年
・
法
学
書

院
）
三
四
七
頁
。
真
実
義
務
が
し
ば
し
ば
不
当
訴
訟
や
訴
権
の
濫
用
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
も
、
真
実
義
務
に
体
現
さ
れ
た
信
義
誠
実
の

原
則
が
着
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
山
本
浩
美
「
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
に
つ
い
て
」
秋
田
法
学
二
六
号
（
一
九
九
五
年
）
七

七
頁
、
加
藤
新
太
郎
（
司
会
）「〈
座
談
会
〉
ル
ー
ル
₁₁
と
弁
護
士
の
役
割
」
判
タ
九
二
〇
号
（
一
九
九
六
年
）
二
三
頁
以
下
。

（
₉
）  

加
藤
新
太
郎
「
真
実
義
務
の
意
義
と
効
果
」
同
『
弁
護
士
役
割
論
﹇
新
版
﹈』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
六
頁
は
、
真
実
義
務
は
、
真
実
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発
見
に
協
力
す
べ
き
と
の
一
般
的
規
範
の
発
現
で
あ
る
と
い
う
。
三
木
（
司
会
）・
前
掲
注
（
₆
）
一
五
一
頁
﹇
垣
内
報
告
﹈
は
、「
真
実
義
務
が

禁
じ
て
い
る
の
は
、
意
図
的
に
虚
偽
の
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
の
同
意
な
く
、
本
来
不
要
で
あ
る
は
ず
の
証
拠
調
べ

の
負
担
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
誤
っ
た
事
実
認
定
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
場

合
に
は
、
真
実
義
務
の
違
反
は
な
い
、
と
考
え
る
わ
け
で
す
。」
と
述
べ
、
副
次
的
効
果
を
強
調
す
る
。

（
₁₀
）  
具
体
的
に
は
、
単
純
否
認
や
不
知
陳
述
の
ほ
か
、
ひ
た
す
ら
冗
長
に
同
じ
内
容
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
の
主
張
、
あ
ま
り
に
も
概
括
的
・
抽

象
的
で
あ
っ
た
り
す
る
「
中
身
の
な
い
」
主
張
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
高
橋
宏
志
ほ
か
「
民
事
訴
訟
の
迅
速
化
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
下
）」
判
タ
一
三
六
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
頁
﹇
本
田
能
久
発
言
﹈。

（
₁₁
）  

今
枝
昌
宏
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
事
実
主
張
の
具
体
性
に
つ
い
て
」
京
大
院
生
論
集
一
九
号
四
六
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）
は
、
具
体
化
を
判

断
す
る
基
準
時
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
が
具
体
化
基
準
を
満
た
さ
な
い
主
張
を
し
た
場
合
で
も
、
裁
判
官
は
、
主
張

を
直
ち
に
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
釈
明
に
よ
っ
て
具
体
的
な
主
張
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
記
述
か
ら
す
る
と

（
八
五
頁
）、
判
決
時
の
主
張
の
具
体
性
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
他
方
で
、
森
＝
具
体
化
・
前
掲
注
（
₆
）
二
一
〇
頁
は
、「
否
認

の
具
体
化
の
程
度
を
問
う
前
に
、
ま
ず
も
っ
て
は
、
認
否
の
前
提
と
な
る
主
張
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
、
否
認
に
先
立
つ
時
点
で
の
主
張
の
具
体
化
の
程
度
を
論
ず
る
。
畑
・
前
掲
注
（
₆
）
二
四
頁
は
、「
こ
れ
か
ら
審
理

を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
程
度
の
主
張
の
具
体
化
が
必
要
か
、
と
い
う
問
題
と
、
事
実
認
定
に
際
し
て
ど
の
程
度
の
概
括
的
な
認
定
が
可
能
か
、

と
い
う
問
題
」
を
区
別
す
る
が
、
審
理
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
具
体
化
が
い
つ
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
快
な
答
え
を
述
べ

て
い
な
い
。

（
₁₂
）  

森
＝
影
響
・
前
掲
注
（
₆
）
六
二
頁
以
下
、
上
原
（
司
会
）・
前
掲
注
（
₆
）
八
八
頁
、
八
九
頁
﹇
春
日
報
告
﹈、
河
野
憲
一
郎
「
民
事
訴
訟
に

お
け
る
『
主
張
』
の
意
義
と
機
能
」
民
訴
雑
誌
六
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
₁₃
）  

相
羽
ほ
か
・
前
掲
注
（
₂
）
五
頁
以
下
、
増
田
稔
ほ
か
「
争
点
整
理
の
現
状
と
今
後
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
」
判
タ
一
三
九
六
号
（
二
〇
一

四
年
）
五
頁
以
下
、
川
嶋
四
郎
「
争
点
整
理
の
充
実
・
迅
速
化
と
そ
の
課
題
（
上
）（
下
）」
法
時
八
三
巻
七
号
一
八
頁
以
下
、
八
号
一
〇
〇
頁
以

下
（
二
〇
一
一
年
）、
藤
田
正
人
「
争
点
整
理
の
新
し
い
運
用
に
関
す
る
一
試
案
」
判
タ
一
三
二
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
九
頁
以
下
、
遠
藤
賢

治
ほ
か
「〈
座
談
会
〉
争
点
整
理
を
め
ぐ
っ
て
（
上
）（
下
）」
判
タ
一
二
六
六
号
一
九
頁
以
下
、
一
二
六
八
号
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

（
₁₄
）  

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
第
四
回
裁
判
の
迅
速
化
に
係
る
検
証
に
関
す
る
報
告
書
」http://w

w
w.courts.go.jp/vcm

s_lf/jinsokuka-4.pdf

（
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
八
日
）
四
一
頁
、
四
二
頁
。
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（
₁₅
）  

山
本
（
司
会
）・
前
掲
注
（
₂
）
五
七
頁
﹇
古
賀
政
治
発
言
﹈「
失
権
の
形
で
も
っ
て
争
点
整
理
を
急
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
弁

護
士
と
し
て
は
や
や
懸
念
が
あ
り
ま
す
。」
や
、
同
五
八
頁
﹇
山
本
克
己
発
言
﹈「
争
点
整
理
手
続
内
部
で
失
権
を
入
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
充
実

し
た
審
理
を
阻
害
す
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。」
は
、
期
間
制
限
に
消
極
的
で
あ
る
。
他
方
、
同
五
九
頁

﹇
本
田
能
久
発
言
﹈
は
、「
文
書
提
出
命
令
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
帰
趨
が
決
す
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
が

あ
り
ま
す
し
、
文
書
送
付
嘱
託
や
調
査
嘱
託
で
も
、
当
該
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
嘱
託
先
と
の
交
渉
を
要
す
る
場
合
に
は
、
提
出
ま
で
に
時
間
を

要
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
申
立
て
が
争
点
整
理
手
続
の
終
期
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
争
点
整
理
手
続
が
長
期
化
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

よ
う
な
状
況
は
現
在
に
至
る
ま
で
改
善
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。」
と
、
期
間
制
限
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
支
障
に
言
及
す
る
。

（
₁₆
）  

「frivolous suit
」
の
語
は
、
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
主
張
の
有
理
性
を
欠
く
訴
え
の
ほ
か
、
訴
権
の
濫
用
事
例
ま
で
含
ん
だ
広
義
の
概
念

で
あ
る
。
本
稿
三
㈠
₂
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

（
₁₇
）  

プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
先
行
業
績
に
依
拠
す
る
点
が
多
い
。
特
に
、
小

林
秀
之
『
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
﹇
新
版
﹈』（
弘
文
堂
・
一
九
九
六
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
菱
田
雄
郷
「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
規
律
の
変

遷
」
青
山
善
充
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
手
続
法
学
の
新
た
な
地
平
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
三
九
一
頁
以
下
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
時
代
か
ら

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
至
る
ま
で
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
規
律
の
内
容
と
変
遷
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
田
中
和
夫
「
普
通
法
の
訴
訟

手
続
と
衡
平
法
の
訴
訟
手
続
」
菊
井
維
大
先
生
献
呈
『
裁
判
と
法
（
下
）』（
有
斐
閣
・
一
九
六
七
年
）
六
八
九
頁
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
単

一
訴
訟
方
式
」
中
村
宗
雄
教
授
還
暦
祝
賀
『
訴
訟
法
学
と
実
体
法
学
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
）
七
五
頁
、
吉
村
徳
重
「
英
米
法
に
お
け
る
法

典
訴
訟
の
歴
史
的
形
成

―
訴
訟
物
論
の
歴
史
的
背
景

―
」
法
政
研
究
三
〇
巻
三
号
（
一
九
六
三
年
）
二
六
九
頁
、
櫻
田
勝
義
「
ア
メ
リ
カ
民

事
訴
訟
法
典
の
成
立
と
発
展

―
フ
ィ
ー
ル
ド
民
事
訴
訟
法
典
を
中
心
に
し
て

―
」
民
商
五
二
巻
四
号
（
一
九
六
五
年
）
四
八
九
頁
、
堀
清
史

「
一
八
四
八
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
民
事
訴
訟
法
典
（
い
わ
ゆ
るField Code

）
に
お
け
る
主
張
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
の
研
究
（
一
）
〜
（
四
・

完
）」
法
学
論
叢
一
七
三
巻
一
号
六
九
頁
、
六
号
八
五
頁
、
一
七
四
巻
三
号
九
六
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
一
七
四
巻
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
二

頁
な
ど
。

（
₁₈
）  

ア
メ
リ
カ
で
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
言
葉
は
、
訴
訟
の
開
始
段
階
に
お
い
て
当
事
者
間
で
主
張
交
換
を
行
う
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
場
合
と
、

こ
の
過
程
で
提
出
さ
れ
る
書
面
を
指
す
場
合
の
両
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
語
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
前
者
の
意
味
に
限
定
し

て
「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
の
語
を
用
い
、
後
者
の
書
面
を
「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に

お
け
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
語
法
は
、
後
者
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
た
と
え
ば
、
規
則
七
条
⒝
⑵
：「
本
規
則
の
う
ち
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
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グ
の
頭
書
や
そ
の
他
の
書
式
に
関
す
る
規
定
は
、
申
立
書
お
よ
び
そ
の
他
の
書
面
に
も
適
用
さ
れ
る
」）。

（
₁₉
）  Fed. R. Civ. P. 7

（a

）. 

提
出
が
許
さ
れ
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
種
類
を
限
定
列
挙
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
条
を
字
句
ど
お
り
適
用

す
れ
ば
提
出
が
禁
じ
ら
れ
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
審
理
の
効
率
化
に
資
す
る
と
考
え
、
そ
の
固
有
の
権
限
に
基
づ
い

て
提
出
を
許
可
す
る
場
合
や
、
既
に
提
出
さ
れ
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
修
正
書
面
と
し
て
提
出
が
許
可
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
（
規
則
一
五
条
。

後
掲
注
（
₂₈
）
も
参
照
）、
実
際
の
運
用
は
弾
力
的
で
あ
る
。Charles A. W

right &
 Arthur R. M

iller, Federal Practice and Procedure 

§ 
1189 （3d ed. 2008

） ﹇hereinafter W
right &

 M
iller

﹈.

（
₂₀
）  Fed. R. Civ. P. 7

（a

）（7

）. Reply

は
、
被
告
主
張
に
対
し
て
原
告
に
再
反
論
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
被
告
の

利
益
の
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①answ

er

に
お
け
る
被
告
の
主
張
は
、
す
べ
て
否
認
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
と
の
規
定
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
上
（
規
則
八
条
⒝
⑹
）、
原
告
か
ら
自
白
を
得
て
、
争
点
や
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
範
囲
を
縮
小
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
場
合
や
、
②
被
告
主
張
に
対
す
る
原
告
の
立
場
が
不
明
な
ま
ま
だ
と
ト
ラ
イ
ア
ル
で
の
不
意
打
ち
の
危
険
が
あ
る
場
合
、
③
訴
訟
戦
略
上
、
各

種
の
異
議
申
立
て
や
棄
却
判
決
の
申
立
て
を
す
べ
き
か
を
決
す
る
た
め
の
判
断
資
料
を
揃
え
た
い
場
合
な
ど
に
、
被
告
が
、reply

提
出
命
令
の

申
立
て
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
上
は
原
告
がreply

提
出
命
令
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
き
わ
め
て
稀
に
し
か
認
め

ら
れ
な
い
。W

right &
 M

iller, supra note 19, at 

§ 1185.

（
₂₁
）  Fed. R. Civ. P. 5

（a

）. 

規
則
一
二
条
⒜
⑴
Ａ
、
C
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、answ

er

の
送
付
期
限
はcom

plaint

の
送
達
日
か
ら
二
一
日

以
内
で
あ
り
、reply

の
送
付
期
限
は
提
出
命
令
が
発
令
さ
れ
た
日
か
ら
二
一
日
以
内
で
あ
る
。
な
お
、
裁
判
所
へ
の
書
面
提
出
は
、
相
手
方
当

事
者
へ
の
送
付
後
、
合
理
的
期
間
内
に
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
規
則
五
条
⒟
）。

（
₂₂
）  Fed. R. Civ. P. 55

（a

）.

（
₂₃
）  Peters &

 Russell, Inc. v. D
orfm

an, 188 F. 2d 711 （7th Cir. 1951

）. W
right &

 M
iller, supra note 19, at 

§ 1185.

（
₂₄
）  W

right &
 M

iller, supra note 19, at 

§ 1182. Richard L. M
arcus, Ｔʰｅ　Ｐｕｚｚˡｉｎɡ　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ, 76 Tex. L. Rev. 

1749 

（1998

） ﹇hereinafter M
arcus, Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ

﹈
は
、「
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
立
案
者
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
多
く
を
期
待
す
る
こ
と

を
や
め
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
実
務
の
縮
小
を
明
ら
か
に
意
図
し
て
い
る
。」
と
い
う
。
な
お
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
制
定
前
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
の
比
重
が
大
き
く
、
細
か
い
規
律
が
定
め
ら
れ
て
い
た
結
果
、
本
案
の
審
理
に
入
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
形
式
的
な
主
張
の
不
備
や
欠
缺
を
理

由
と
し
て
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
、
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
制
定
前
の
状
況
を
論
じ
て
い
る
文
献
と
し
て
、

Charles E. Clark, ʜ
ｉｓｔｏｒｙ︐　Ｓｙｓｔｅⅿ

ｓ　ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ, 11 V
irginia L. Rev. 517, 525 ︲528 

（1925

）, Richard L. M
arcus, 
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Ｔʰｅ　ʀｅｖｉｖａˡ　ｏｆ　Ｆａｃｔ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ　ｕｎｄｅｒ　ｔʰｅ　Ｆｅｄｅｒａˡ　ʀｕˡｅｓ　ｏｆ　Ｃｉｖｉˡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ, 86 Colum
. L. Rev. 433, 438 （1986

） ﹇hereinafter M
ar-

cus, ʀｅｖｉｖａˡ

﹈, Stephen N. Subrin, ʜ
ｏʷ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｃｏｎｑｕｅｒｅｄ　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｏｎ　ʟａʷ：　Ｔʰｅ　Ｆｅｄｅｒａˡ　ʀｕˡｅｓ　ｏｆ　Ｃｉｖｉˡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｉｎ　ʜ

ｉｓｔｏｒｉｃａˡ　
Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ, 135 U. Pennsylvania L. Rev. 909, 916 ︲918, 926 ︲939 

（1987

）, D
avid M

arcus, Ｔʰｅ　Ｆｅｄｅｒａˡ　ʀｕˡｅｓ　ｏｆ　Ｃｉｖｉˡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　
ａｎｄ　ʟｅɡａˡ　ʀｅａˡｉｓⅿ

　ａｓ　ａ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｃｅ　ｏｆ　ʟａʷ　ʀｅｆｏｒⅿ
, 44 G

eorgia. L. Rev. 433, 472 ︲484 （2009 ︲2010

）. 6 Jam
es W

m
. M

oore et 
al., M

oore

’s Federal Practice 

§ 8. 04 ﹇1

﹈ ﹇a

﹈ （3d ed. 2010

） 

な
ど
。

（
₂₅
）  Fed. R. Civ. P. 8

（a

）：「com
plaint

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑴
連
邦
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
基
礎

と
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
簡
潔
で
明
瞭
な
陳
述
（
た
だ
し
、
裁
判
所
が
既
に
管
轄
権
を
有
し
て
お
り
、
管
轄
権
の
基
礎
に
つ
い
て
新
た
な
根
拠
を

要
し
な
い
場
合
を
除
く
）、
⑵
救
済
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
請
求
の
基
礎
に
つ
い
て
の
簡
潔
で
明
瞭
な
陳
述
、
⑶
判
決
で
求

め
る
救
済
の
内
容
（
予
備
的
救
済
方
法
や
、
種
類
の
異
な
る
救
済
方
法
が
併
記
さ
れ
て
も
良
い
）。」
な
お
、
こ
こ
で
はcom

plaint

に
照
準
を
当

て
て
訳
し
た
が
、
本
条
は
も
と
も
と
、
反
訴
原
告
や
第
三
者
原
告
が
作
成
す
る
も
の
も
含
め
、「
請
求
の
内
容
を
記
載
し
た
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書

面 （a pleading that states a claim
 for relief

）」
全
て
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。Fed. R. Civ. P. 8

（b

）：「
⑴
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に

返
答
す
る
当
事
者
は
、
Ａ
相
手
方
の
主
張
に
対
し
、
簡
潔
か
つ
明
瞭
に
、
防
御
（defenses

）
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
B
相
手
方
の
主
張
を
自
認

し
、
ま
た
は
、
否
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
否
認
は
、
相
手
方
の
主
張
の
根
幹
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑶
相
手
方
が
プ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
書
面
で
主
張
し
た
内
容
を
、
管
轄
権
の
有
無
の
点
も
含
め
、
全
て
否
認
す
る
と
き
は
、
一
括
否
認
（general denial

）
に
よ
っ
て
こ

れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
部
分
否
認
は
、
相
手
方
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
の
う
ち
、
あ
る
主
張
を
特
定
し
て
否
認
す
る
か
、
ま
た
は
、
あ
る

主
張
を
特
定
し
て
自
認
し
そ
の
余
を
全
て
否
認
す
る
方
法
に
よ
る
。
⑷
相
手
方
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
に
記
載
さ
れ
た
主
張
の
一
部
の
み
を
否

認
す
る
と
き
は
、
一
部
の
主
張
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
、
そ
の
余
を
否
認
す
る
方
法
に
よ
る
。
⑸
当
事
者
が
、
相
手
方
の
主
張
す
る
事
実

の
真
偽
を
判
断
す
る
の
に
必
要
な
情
報
・
知
識
を
十
分
に
持
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
陳
述
は
、
否
認
と
同
様
の
効

果
を
有
す
る
。
⑹
損
害
額
に
関
す
る
主
張
を
除
き
、
当
事
者
が
否
認
し
な
か
っ
た
相
手
方
の
主
張
は
、
自
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
相

手
方
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
書
面
が
返
答
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
の
主
張
は
、
す
べ
て
否
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。」

（
₂₆
）  

規
則
一
二
条
⒝
は
、
被
告
が
、
原
告
の
主
張
に
反
論
す
る
と
き
は
、
手
続
的
瑕
疵
を
指
摘
す
る
も
の
か
本
案
に
関
す
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、
防

御
方
法
の
全
て
をansw

er

に
お
い
て
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
以
下
の
七
つ
の
事
項
に
限
っ
て
は
、
申
立
て
の
方
法
で
主
張
す
る
こ
と

も
で
き
る
と
定
め
る
。
七
つ
の
事
項
と
は
、
⑴
事
物
管
轄
権
の
欠
缺
、
⑵
対
人
管
轄
権
の
欠
缺
、
⑶
不
適
切
な
裁
判
地
、
⑷
形
式
の
不
備
、
⑸
送

達
の
不
備
、
⑹
救
済
を
求
め
る
請
求
の
基
礎
に
つ
い
て
の
主
張
に
不
備
が
あ
る
こ
と
、
⑺
必
要
的
当
事
者
併
合
の
過
怠
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑹
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の
主
張
の
不
備
の
有
無
は
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
。W

right &
 M

iller, supra note 19, at 

§ 1203.

（
₂₇
）  

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
却
下
判
決
（dism

issal

）
に
は
、
わ
が
国
の
却
下
判
決
に
相
当
す
る
も
の
（dism

issal w
ithout prejudice

）
と
、
わ
が

国
の
棄
却
判
決
に
相
当
す
る
も
の
（dism

issal w
ith prejudice

）
が
あ
る
。
後
者
のdism

issal

は
、
本
案
に
つ
い
て
既
判
力
（res judicata

）

を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
規
則
一
二
条
⒝
⑹
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
場
合
のdism

issal

は
、
後
者
に
該
当
す
る
の
で
、
原
告
は
、
仮
に
判
決

後
に
主
張
の
不
備
を
補
正
で
き
た
と
し
て
も
、
再
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。M

oore et al., supra note 24, at 

§ 12. 34 

﹇6

﹈ ﹇b

﹈. 

本
稿
で

は
、dism

issal w
ith prejudice

を
、
棄
却
判
決
と
訳
す
る
。

（
₂₈
）  

規
則
一
五
条
⒜
⑴
B
は
、
被
告
の
申
立
て
後
二
一
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
原
告
は
自
由
にcom

plaint

の
内
容
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
。
ま
た
、
同
一
五
条
⒜
⑵
は
、
こ
の
期
間
が
経
過
し
て
も
、
相
手
方
の
書
面
に
よ
る
同
意
か
裁
判
所
の
許
可
が
あ
れ
ば
、
原
告
はcom

plaint

を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
し
か
も
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
公
正
に
適
う
か
ぎ
り
原
則
と
し
て
修
正
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
₂₉
）  

た
だ
し
本
稿
で
は
、
煩
わ
し
さ
を
避
け
る
た
め
、
判
例
紹
介
に
際
し
あ
え
て
修
正
の
事
実
を
摘
示
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
₃₀
）  Kevin M

. Clerm
ont &

 Stephen C. Yeazell, ɪｎｖｅｎｔｉｎɡ　Ｔｅｓｔｓ︐　Ｄ
ｅｓｔａｂｉˡｉｚｉｎɡ　Ｓｙｓｔｅⅿ

ｓ, 95 Iow
a L. Rev. 821, 824 （2010

）.

（
₃₁
）  Conley v. G

ibson, 355 U.S. 41, 47 （1957

）. Conley

判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
が
初
め
て
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
解
釈
基
準
を
示
し
た
重
要
な

判
例
で
あ
り
、
そ
の
後
の
判
例
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。H

aines v. Kerner, 92 S. Ct. 594 （1972

）, Leatherm
an v. Tarrant County N

ar-
cotics Intelligence &

 Coordination U
nit et al., 507 U.S. 162 （1993

）, Sw
ierkiew

icz v. Sorem
a, 534 U.S. 506 （2002

） 

な
ど
。
学
説

で
は
、Em

ily Sherw
in, Ｔʰｅ　Ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｃｏｎˡｅｙ：　Ｐｒｅｃｅｄｅｎｔ　ｂｙ　Ａ

ｃｃｉｄｅｎｔ, in Civil Procedure Stories 295, 315 ︲316 

（Kevin M
. Cler-

m
ont ed., 2d ed. 2008

）（Conley

判
決
は
、
学
説
に
お
け
る
規
則
八
条
の
解
釈
上
の
争
い
を
急
速
に
終
焉
さ
せ
た
と
評
す
る
）、Christopher 

M
. Fairm

an, Ｔʰｅ　Ｍ
ｙｔʰ　ｏｆ　ɴ

ｏｔｉｃｅ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ, 45 Ariz. L. Rev. 987, 988 （2003

） （Conley

判
決
の
示
し
た
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
理
解
は
、
連
邦
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
「
確
立
し
た
法
原
則
（black letter law

）」
で
あ
る
と
い
う
）。See also, Charles E. 

Clark, Ｓｉⅿ
ｐˡｉｆｉｅｄ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ, 27 Iow

a L. Rev. 272, 283 （1941 ︲1942

）.

（
₃₂
）  

な
お
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
を
満
た
す
主
張
の
例
が
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
附
録
書
式
集
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。Form

 11, App. O
f 

Form
s, Fed. R. Civ. P. 

そ
れ
に
よ
る
と
、
交
通
事
故
の
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
、com

plaint

に
お
け
る
原

告
主
張
は
、「
○
月
○
日
、
被
告
は
原
告
に
向
か
っ
て
過
失
の
あ
る
態
様
で
車
を
運
転
し
た
。
そ
の
結
果
、
原
告
は
身
体
を
負
傷
し
、
給
料
や
収

入
を
失
っ
た
ほ
か
、
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
に
苦
し
ん
だ
。
ま
た
、
○
ド
ル
の
医
療
費
を
負
担
し
た
。
よ
っ
て
、
原
告
は
被
告
に
対
し
、
合
計
○

ド
ル
お
よ
び
訴
訟
費
用
の
支
払
い
を
求
め
る
。」
と
い
う
簡
略
な
記
述
で
足
り
る
。
規
則
八
四
条
は
、「
附
録
の
書
式
は
、
本
規
則
に
則
っ
て
、
本
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規
則
が
意
図
す
る
短
く
簡
潔
な
表
現
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
なcom

plaint

の
記
述
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
主
た
る
起
草
者
で
あ
るClark

教
授
（
当
時
）
は
、
本
例
に
つ
い
て
、
紛
争
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
交
通
事
故
が
特
定
さ

れ
て
お
り
、
既
判
力
（res judicata

）
が
働
く
か
ど
う
か
の
判
断
も
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
最
も
適
切
な
主
張
で
あ
る
と
い
う
。

Charles E. Clark, Ｐˡｅａｄｉｎɡ　ｕｎｄｅｒ　ｔʰｅ　Ｆｅｄｅｒａˡ　ʀｕˡｅｓ, 12 W
yom

ing L. J. 177, 182 ︲183 （1958

）.
（
₃₃
）  W

right &
 M

iller, supra note 19, at 

§ 1189, 1202.

（
₃₄
）  M

oore et al., supra note 24, at 

§ 8. 04 ﹇1

﹈ ﹇a

﹈.

（
₃₅
）  Conley, 335 U.S. at 45 ︲46.

（
₃₆
）  H

azard
教
授
は
、
こ
の
判
旨
を
額
面
通
り
に
捉
え
る
と
、
お
よ
そ
原
告
と
被
告
が
特
定
さ
れ
、
判
決
を
求
め
る
旨
の
陳
述
が
あ
るcom

plaint

は
全
て
、
訴
え
却
下
を
免
れ
得
る
こ
と
に
な
る
と
論
ず
る
。G

eoffrey C. H
azard Jr., Ｆｒｏⅿ

　Ｗ
ʰｏⅿ

　ɴ
ｏ　Ｓｅｃｒｅｔｓ　Ａ

ｒｅ　ʜ
ｉｄ, 76 Tex. L. Rev. 

1665, 1685 

（1997 ︲1998
）. M

arcus, ʀｅｖｉｖａˡ, supra note 24, at 434

も
同
旨
（Conley

判
決
の
判
旨
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
前
提
に
す
る
と
、

原
告
が
有
効
な
法
的
理
論
を
持
ち
出
し
さ
え
す
れ
ば
、
全
て
の
事
件
で
訴
え
却
下
を
免
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
）。

（
₃₇
）  Kevin M

. Clerm
ont, The Principle of Civil Procedure 38 （2d ed. 2009

）.

（
₃₈
）  M

arcus, ʀｅｖｉｖａˡ, supra note 24, at 445 ︲451, Christopher M
. Fairm

an, ʜ
ｅｉɡʰｔｅｎｅｄ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ, 81 Tex. L. Rev. 551 （2002 ︲2003

）.

本
稿
三
㈡
₂
に
お
い
て
、
詳
述
す
る
。

（
₃₉
）  Bell Atlantic Co. v. Tw

om
bly, 550 U.S. 544 （2007

）. Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 （2009

）. 

両
判
決
の
事
案
と
判
旨
は
三
㈡
₃

で
後
述
す
る
。
両
判
決
が
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
能
を
強
化
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、

Clerm
ont &

 Yeazell, supra note 30, at 826 ︲830, A. Benjam
in Spencer, ɪｑｂａˡ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｓˡｉｄｅ　Ｔｏʷａｒｄ　ʀｅｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ, 14 

Lew
is &

 Clark L. Rev. 185 

（2010

）, Robert G. Bone, Ｐˡａｕｓｉｂｉˡｉｔｙ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ　ʀｅｖｉｓｉｔｅｄ　ａｎｄ　ʀｅｖｉｓｅｄ：　Ａ
　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｅｎｔ　ｏｎ　Ａ

ｓʰｃｒｏｆｔ　ｖ．　
ɪｑｂａˡ, 85 N

otre D
am

e L. Rev. 849 （2010

）, Scott D
odson, ɴ

ｅʷ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ︐　ɴ
ｅʷ　Ｄ

ｉｓｃｏｖｅｒｙ, 109 M
ich. L. Rev. 53 （2010

）, Suja A. 
Thom

as, Ｔʰｅ　ɴ
ｅʷ　Ｓｕⅿ

ⅿ
ａｒｙ　Ｊｕｄɡⅿ

ｅｎｔ　Ｍ
ｏｔｉｏｎ：　Ｔʰｅ　Ｍ

ｏｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｄ
ｉｓⅿ

ｉｓｓ　Ｕ
ｎｄｅｒ　ɪｑｂａˡ　ａｎｄ　Ｔʷｏⅿ

ｂˡｙ, 14 Lew
is &

 Clark L. Rev. 15 

（2010

）.

（
₄₀
）  Suja A. Thom

as, Ｆｒｉｖｏˡｏｕｓ　Ｃａｓｅｓ, 59 D
ePaul L. Rev. 633, 634 

（2009 ︲2010

）. 

た
だ
し
、
論
者
が
一
致
し
てfrivolous

な
訴
え
と
考

え
る
例
と
し
て
、
刑
務
所
収
監
者
が
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
理
由
に
提
起
す
る
損
害
賠
償
訴
訟
や
雇
用
差
別
訴
訟
が
あ
る
と
い
う
。Bone

教
授

は
、「frivolous

な
訴
え
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
案
の
勝
訴
可
能
性
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
来
提
起
さ
れ
る
べ
き
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で
は
な
い
訴
訟
と
い
う
規
範
的
意
味
を
そ
こ
に
込
め
て
い
る
。」
と
い
う
が
、
こ
の
評
価
が
も
っ
と
も
本
質
を
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Robert G. Bone, Ｍ
ｏｄｅˡｉｎɡ　Ｆｒｉｖｏˡｏｕｓ　Ｓｕｉｔｓ, 145 U. Penn. L. Rev. 519, 531 （1996 ︲1997

）.
（
₄₁
）  

主
張
の
不
備
を
理
由
と
す
る
請
求
棄
却
の
申
立
て
に
お
い
て
、frivolous

の
語
が
使
わ
れ
た
例
は
多
い
が
、
主
張
の
法
的
充
足
性
を
欠
く
訴
え

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
濫
用
的
訴
訟
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
や
は
り
外
縁
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
前
者
の

用
例
と
し
て
、Brow

nlee v. Conine, 957 F. 2d 353, 354 （7th Cir. 1992

） 

のPosner

判
事
判
決
が
あ
る
。
同
判
事
は
、
刑
務
所
収
監
者
が

憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、frivolous

な
訴
え
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
収

監
者
が
、「
法
律
書
や
聖
書
な
ど
の
ハ
ー
ド
カ
ヴ
ァ
ー
本
を
部
屋
に
持
ち
込
む
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
の
主
張
は
、
法
令
の
規
定
に
違
反

す
る
と
の
大
枠
が
描
か
れ
た
請
求
と
す
ら
い
え
ず
、
規
則
八
条
⒜
⑵
の
基
準
を
満
た
さ
な
いfrivolous

な
訴
え
で
あ
る
と
い
う
。
後
者
の
用
例

と
し
て
は
、Cruz v. Beto, 405 U.S. 319 （1972

） 

のRehnquist

判
事
反
対
意
見
が
あ
る
。
同
じ
く
刑
務
所
収
監
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
訴

訟
で
、
同
判
事
は
、「
刑
務
所
収
監
者
は
、
自
ら
が
証
明
で
き
な
い
事
実
を
主
張
し
て
も
何
も
失
う
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
得
る
も

の
さ
え
あ
る
。
判
決
で
法
的
救
済
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
審
理
の
た
め
一
時
的
と
い
え
ど
も
刑
務
所
か
ら
連
邦
裁
判
所
へ
と
移
さ
れ
る
の
で
、

短
い
休
暇
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
ま
た
、
被
告
テ
キ
サ
ス
州
のansw

er

に
よ
る
と
、
刑
務
所
内
に
お
け
る
仏
教
徒
の
信
教

の
自
由
に
関
連
し
た
争
点
は
、
ほ
か
の
収
監
者
に
よ
っ
て
既
に
訴
訟
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
と
き
も
ま
た
本
件
と
同
様

に
、
法
律
扶
助
制
度
に
よ
っ
て
刑
務
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
に
よ
っ
てcom

plaint

が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
本
件
原
告
が
、
当
該
訴
訟
に

つ
い
て
も
当
事
者
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
…
…
な
ん
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
他
の
収
監
者
に
よ
っ
て
も
同
一
の
請
求
が
提
起

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
件
訴
え
をfrivolous
と
み
て
棄
却
す
る
に
十
分
な
事
情
と
い
え
る
。」
と
述
べ
、
請
求
棄
却
を
認
め
な
か
っ
た
多
数
意

見
に
反
対
し
て
い
る
。

（
₄₂
）  Clinton v. Jones, 520 U.S. 681, 708 （1997

）.

（
₄₃
）  

暴
行
（battery

）
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
原
告
が
、com

plaint

に
お
い
て
、
殴
ら
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い

る
ケ
ー
ス
な
ど
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
なcom

plaint
に
お
け
る
原
告
の
主
張
は
、「
ビ
ル
ト
イ
ン
抗
弁
（built-in-defense

）」
と
も
呼

ば
れ
る
。W

right &
 M

iller, supra note 19, 

§ 1226.

（
₄₄
）  Scheuer v. Rhodes, 416 U.S. 232 （1974

）.

（
₄₅
）  Id. at 239.

（
₄₆
）  

類
似
判
例
と
し
て
、Leim

er v. State M
ut. Life Assur. Co., 108 F. 2d 302 

（8th Cir. 1940

）, Pearm
an v. N

orfolk &
 W

estern Rail-
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w
ay Com

pany, 939 F. 2d 521 （7th Cir. 1991

）, Early v. Bankers Life And Casualty Com
pany, 959 F. 2d 75 （7th Cir. 1992

） 

な
ど 

（
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
請
求
棄
却
の
申
立
て
を
認
め
て
い
な
い
）。

（
₄₇
）  M

cD
onald v. Santa Fe Trail Transp. Co., 427 U.S. 278 （1976

）.
（
₄₈
）  
類
似
判
例
と
し
て
、H

ospital Building Co. v. Trustees of Rex H
ospital, 424 U.S. 738 （1976

）, Kirksey v. R.J. Reynolds Tobacco 
Co., 168 F. 3d 1039 （7th Cir. 1999

） 

な
ど
。

（
₄₉
）  D

avid M
. Roberts, Ｆａｃｔ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ︐　ɴ

ｏｔｉｃｅ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ︐　ａｎｄ　Ｓｔａｎｄｉｎɡ, 65 Cornell L. Rev. 390, 417 ︲419 

（1979 ︲80

）. M
arcus, ʀｅ︲

ｖｉｖａˡ, supra note 24, at 433, M
arcus, Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ, supra note 24, at 1749, Fairm

an, supra note 38, at 551. 

菱
田
・
前
掲
注
（
₁₇
）

四
一
二
頁
は
、
こ
れ
をConley

判
決
か
ら
の
「
乖
離
」
傾
向
と
呼
ん
で
い
る
。

（
₅₀
）  M

arcus, ʀｅｖｉｖａˡ, supra note 24, at 441 ︲446.

（
₅₁
）  Id. at 447 ︲551.

（
₅₂
）  Pow

ell v. W
orkm

en
’s Com

pensation Board of the State of N
ew

 York, 327 F. 2d, 131 （2nd Cir. 1964

）.

（
₅₃
）  Id. at 137.

（
₅₄
）  

本
判
決
は
、
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
公
民
権
法
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に

は
、
ノ
ー
テ
ィ
ス
・
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
高
度
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
基
準
（heightened pleading

）
が
妥
当
す
る

と
の
法
理
が
述
べ
ら
れ
た
。Valley v. M

aule, 297 F. Supp. 958, 960 （3rd Cir. 1968

）. 

さ
ら
に
、
同
裁
判
所
は
、
一
九
七
六
年
に
は
、「
本

裁
判
所
の
管
轄
区
で
は
、
お
よ
そ
全
て
の
公
民
権
訴
訟
に
お
い
て
、
事
実
は
特
定
さ
れ
て
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
判
示
し
て
、
公

民
権
訴
訟
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
一
律
に
原
告
主
張
の
特
定
性
を
要
求
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。Rotolo v. Borough of 

Charleroi, 532 F. 2d 920 （3rd Cir. 1976

）. 

こ
れ
と
同
旨
を
説
く
裁
判
例
は
多
い
。M

artin v. N.Y. State D
ept. of M

ental H
ygiene, 588 

F. 2d 371 （2nd Cir. 1978

）. Leatherm
an v. Tarrant County N

arcotics Intelligence, 954 F. 2d 1054 （5th Cir. 1992

）, ｖａｃａｔｅｄ, 113 
S. Ct. 1160 （1993

） （
た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
不
適
切
な
態
様
で
捜
索
・
差
押
え
を
行
っ
た
警
察
官
に
対
す
る
市
の
監
督
責
任
が
追
及
さ
れ

た
本
事
案
に
お
い
て
、
高
度
の
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
基
準
適
用
に
反
対
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
）
な
ど
。

（
₅₅
）  Evancho v. Fisher, 423 F. 3d 347 （3rd Cir. 2005

）.

（
₅₆
）  Id. at 350 ︲353.

（
₅₇
）  Tw

om
bly, 550 U.S. at 544. 

本
判
決
を
紹
介
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
菱
田
・
前
掲
注
（
₁₇
）
四
二
〇
頁
、
太
田
幸
夫
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
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け
る
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
要
件
論
の
新
た
な
展
開
」
駿
河
台
比
較
法
文
化
一
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
九
頁
、
齊
藤
高
広
「
判
批
」
金
沢
法
学
五
五

巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
七
頁
が
あ
る
。

（
₅₈
）  Tw

om
bly, 550 U.S. at 555.

（
₅₉
）  
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
は
、
州
間
も
し
く
は
外
国
と
の
取
引
・
通
商
を
制
限
す
る
よ
う
な
契
約
、
ト
ラ
ス
ト
、
結
合
、
そ
の
他
の
共
謀
を
違
法
と

し
て
い
る
。

（
₆₀
）  Tw

om
bly, 550 U.S. at 556.

（
₆₁
）  Iqbal, 129 S. Ct. 1937. 

本
判
決
に
言
及
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
太
田
・
前
掲
注
（
₅₇
）
八
五
頁
、
小
林
秀
之
「
判
批
」
樋
口
範
雄
ほ
か

編
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
一
三
八
頁
が
あ
る
。

（
₆₂
）  

原
告
は
、
憲
法
上
の
権
利
が
上
記
二
名
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
こ
と
の
内
容
と
し
て
、com

plaint

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

原
告
が
移
民
法
違
反
の
罪
で
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
服
役
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
発
生
し
た
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
直
後

で
あ
り
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
、
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
襲
撃
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
を
特
定
し
、
さ
ら
な
る
テ
ロ
を
予
防
す
る
た
め
、
総
力
を
挙
げ
て
大
規

模
な
身
元
調
査
に
あ
た
っ
て
い
た
頃
だ
っ
た
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
移
民
法
違
反
で

逮
捕
勾
留
し
た
ほ
か
、
そ
の
際
「
重
要
参
考
人
」
に
指
定
し
た
者
に
対
し
て
は
、
勾
留
や
服
役
の
期
間
中
、
刑
務
所
内
外
と
の
接
触
を
一
切
禁
じ

る
な
ど
著
し
く
制
約
的
環
境
に
置
い
た
。
原
告
も
「
重
要
参
考
人
」
に
指
定
さ
れ
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
重
要
参
考
人
に
指

定
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
調
査
で
完
全
に
シ
ロ
と
判
明
す
る
ま
で
制
約
的
環
境
の
も
と
に
拘
束
す
る
と
い
う
政
策
は
、Ashcroft

とM
ueller

の
協
同
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
ら
は
、
原
告
ら
を
制
約
的
環
境
に
置
く
こ
と
が
正
当
な
捜
査
目
的
に
よ
る
も
の
で

な
く
、
単
に
人
種
、
信
条
、
国
籍
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
積
極
的
に
こ
れ
に
同
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、

Ashcroft

は
本
政
策
の
立
案
者
で
、M

ueller

は
政
策
の
実
施
お
よ
び
普
及
に
努
め
た
責
任
者
だ
っ
た
。

（
₆₃
）  

「
真
実
擬
制
の
原
則
（assum

ption-of-truth rule

）」
と
は
、
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
の
請
求
棄
却
の
申
立
て
の
審
理
方
法
に
関
す
る
原
則

の
一
つ
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
を
全
て
真
実
で
あ
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
法
理
を
内
容
と
す
る
。

M
oore et al., supra note 24, at 

§ 12. 34 ﹇1

﹈ ﹇b

﹈, 8. 04 ﹇5

﹈.

（
₆₄
）  Iqbal, 129 S. Ct. at 1949 ︲1950.

（
₆₅
）  Id. at 1953.

（
₆₆
）  Tw

om
bly, 550 U.S. at 558 ︲559.
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（
₆₇
）  Alexander A. Reinert, Ｔʰｅ　Ｃｏｓｔｓ　ｏｆ　ʜ

ｅｉɡʰｔｅｎｅｄ　Ｐˡｅａｄｉｎɡ, 86 Indiana L. J. 119, 124 ︲125 （2011

） （Tw
om

bly

判
決
お
よ
びIqbal

判
決
の
動
機
に
反
対
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
論
ず
る
）, Robert G. Bone, Ｔʷｏⅿ

ｂˡｙ︐　Ｐˡｅａｄｉｎɡ　ʀｕˡｅｓ︐　ａｎｄ　ｔʰｅ　ʀｅɡｕˡａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｕｒｔ　
Ａ

ｃｃｅｓｓ, 94 Iow
a L Rev. 873, 899 ︲900 

（2009

） （
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
・
コ
ス
ト
に
よ
る
弊
害
を
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
よ
り
も
後
の
訴
訟
過
程
で

解
決
す
る
こ
と
へ
の
懐
疑
的
見
方
は
、
正
当
で
あ
る
と
評
す
る
）.

（
₆₈
）  Spencer, supra note 39, at 186 ︲187, 192 ︲201, Bone, supra note 39, at 849 ︲850, 870 ︲875, Brooke D. Colem

an, Ｔʰｅ　Ｖａｎｉｓʰ︲
ｉｎɡ　Ｐˡａｉｎｔｉｆｆ, Seton H

all L. Rev. 501, at 533 ︲534 （2012

） 

な
ど
。

（
₆₉
）  

主
張
の
有
理
性
に
つ
い
て
、
岩
松
三
郎
＝
兼
子
一
『
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
三
巻
（
二
）』（
有
斐
閣
・
一
九
六
一
年
）
八
七
頁
、
中
野

貞
一
郎
「
主
張
責
任
と
証
明
責
任
」
同
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
一
九
八
九
年
）
二
一
六
頁
、
二
二
二
頁
、
加
波
眞
一

「
請
求
の
有
利
性
審
査
と
訴
え
の
利
益
（
一
）」
北
九
州
大
学
法
政
論
集
二
一
巻
三
号
（
一
九
九
三
年
）
四
三
七
頁
。

（
₇₀
）  

平
成
八
年
法
改
正
に
お
け
る
証
拠
収
集
手
続
拡
充
・
強
化
の
理
念
に
つ
い
て
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
編
・
前
掲
注
（
₇
）
三
頁
、
竹
下
ほ
か

編
・
前
掲
注
（
₅
）
一
六
五
頁
﹇
柳
田
幸
三
発
言
﹈。
平
成
一
五
年
法
改
正
に
関
し
て
は
、
小
野
瀬
厚
ほ
か
編
著
『
一
問
一
答
平
成
一
五
年
改
正

民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
四
年
）
三
七
頁
、
三
八
頁
。

（
₇₁
）  

三
木
浩
一
「
民
事
裁
判
制
度
の
さ
ら
な
る
改
善
に
向
け
て
」
同
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
運
営
の
理
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
四
五

頁
、
山
本
和
彦
「
民
事
訴
訟
法
₁₀
年
」
判
タ
一
二
六
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
六
頁
。
両
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
と
副
代
表
を
務
め
た
民
事
訴
訟

法
改
正
研
究
会
の
発
表
し
た
改
正
案
で
は
、
当
事
者
照
会
の
回
答
義
務
の
明
文
化
と
制
裁
規
定
の
導
入
な
ど
の
既
存
の
法
制
度
改
革
の
ほ
か
、
早

期
開
示
制
度
お
よ
び
証
言
録
取
制
度
の
創
設
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
三
木
＝
山
本
編
・
前
掲
注
（
₄
）
六
四
頁
以
下
、
九
九
頁
以
下
、
一
三
二
頁

以
下
な
ど
。
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金
　
美
紗
（
き
む
　
み
さ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（LL.M

.

）

所
属
学
会
　
　
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
民
事
訴
訟
法

主
要
著
作
　
　 「
訴
訟
承
継
論
に
お
け
る
『
訴
訟
状
態
の
拘
束
力
』
に
つ
い
て
」『
慶
應
法
学
』
第
一

七
号
（
二
〇
一
〇
年
）


